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『
註
釈
民
法
草
案
』
に
つ
い
て

七
戸
克
彦

本
資
料
集
成
「
第
　
期
」
に
お
け
る
邦
文
資
料
の
内
訳

　
本
資
料
集
成
の
「
第
一
期
」
刊
行
分
（
全
六
回
配
本
）
は
、
大
久
保
泰
甫
教
授
執
筆
の
「
序
文
」
に
も
あ
る
よ
う
に
、
以
下
の
よ

う
な
問
題
意
識
の
も
と
に
編
ま
れ
た
。

　
従
来
の
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
旧
民
法
研
究
に
お
い
て
は
、
仏
文
資
料
で
は
、
一
八
人
ニ
ー
一
八
八
九
年
刊
行
の
五
冊
本
の
草
案
注
釈
（
い

わ
ゆ
る
『
プ
ロ
ジ
ェ
第
二
版
』
）
、
邦
文
資
料
で
は
、
『
再
閲
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
な
る
表
題
を
付
さ
れ
た
文
献
が
、
「
ボ
ワ
ソ
ナ

ー
ド
草
案
」
と
し
て
参
照
・
引
用
さ
れ
る
こ
と
が
通
常
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
一
般
に
は
、
後
者
は
前
者
の
翻
訳
と
考
え
ら
れ
、
し

た
が
っ
て
、
内
容
的
に
は
全
く
同
一
で
あ
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
第
一
に
、
仏
文
資
料
に
関
し
て
い
え
ば
、
近
時
の
研
究
は
、
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
が
草
案
を
数
次
に
わ
た
っ
て
改
訂

し
て
い
る
こ
と
を
重
視
し
、
最
初
の
活
版
本
で
あ
る
一
八
八
○
…
一
八
八
二
年
刊
行
の
三
冊
本
（
『
プ
ロ
ジ
ェ
初
版
』
）
、
お
よ
び
、

旧
民
法
公
布
後
の
一
八
九
〇
i
　
八
九
一
年
刊
行
の
四
冊
本
（
『
プ
ロ
ジ
ェ
新
版
』
）
を
も
参
照
し
、
こ
れ
ら
三
者
を
比
較
・
対
照
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す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
個
々
の
条
文
あ
る
い
は
法
制
度
の
成
立
過
程
を
明
確
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
だ
が
、
『
プ
ロ
ジ
ェ
第
二
版
』

は
か
ね
て
よ
り
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
存
在
で
あ
っ
た
う
え
に
、
近
年
復
刻
版
も
上
梓
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
『
プ
ロ
ジ
ェ
初
版
』
『
プ

ロ
ジ
ェ
新
版
』
は
稀
襯
本
で
あ
り
、
こ
れ
を
容
易
に
参
照
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
現
在
遺
さ
れ
て
い
る
仏
文
資

料
は
こ
れ
ら
に
限
ら
れ
な
い
が
、
さ
し
あ
た
っ
て
右
二
種
を
復
刻
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
草
案
の
変
化
を
追
え
る
だ
け

の
最
低
限
の
資
料
を
整
え
よ
う
、
と
い
う
の
が
、
本
資
料
集
成
「
第
一
期
」
の
編
集
方
針
の
第
一
で
あ
っ
た
。

　
第
二
に
、
右
『
プ
ロ
ジ
エ
』
の
復
刻
と
並
ん
で
目
的
と
さ
れ
た
の
が
、
『
プ
ロ
ジ
ェ
』
の
翻
訳
書
の
復
刻
で
あ
る
。
上
述
し
た
よ

う
に
、
従
前
の
研
究
は
、
『
再
閲
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
が
『
プ
ロ
ジ
ェ
第
二
版
』
の
翻
訳
と
信
じ
て
疑
わ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
、
近

時
の
学
説
は
、
両
者
が
必
ず
し
も
一
致
し
て
い
な
い
こ
と
に
気
づ
き
、
そ
の
結
果
、
プ
ロ
ジ
ェ
と
翻
訳
書
を
い
っ
た
ん
切
り
離
し
、

翻
訳
は
翻
訳
の
み
で
独
立
別
個
に
変
遷
を
追
跡
す
る
必
要
を
感
じ
は
じ
め
た
。
ま
た
、
従
前
の
研
究
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ま
た
比
較

的
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
文
献
で
あ
る
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
の
司
法
省
法
学
校
講
義
の
活
版
本
『
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
氏
起
稿
／
民
法
草
案
財
産
篇
講

ぞ
　

義
』
を
『
プ
ロ
ジ
ェ
初
版
』
と
同
時
期
の
邦
文
資
料
と
し
て
引
用
し
、
こ
れ
と
『
七
島
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
を
対
比
す
る
手
法
を

と
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
同
じ
邦
文
資
料
に
あ
っ
て
も
、
一
方
は
注
釈
書
、
他
方
は
講
義
録
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

両
者
の
比
較
・
対
照
に
は
、
自
ず
と
限
界
が
あ
る
。
最
も
望
ま
し
い
の
は
、
同
じ
注
釈
書
ど
う
し
、
し
か
も
、
『
再
閲
修
正
民
法
草

案
註
釈
』
と
直
接
つ
な
が
り
の
あ
る
注
釈
書
を
用
い
て
比
較
を
行
う
こ
と
で
あ
る
。
か
か
る
観
点
か
ら
資
料
を
探
索
す
る
と
き
、
『
再

閲
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
よ
り
以
前
に
は
、
「
修
正
」
の
文
字
の
な
い
『
再
閲
民
法
草
案
註
釈
』
な
る
文
献
が
存
在
し
、
さ
ら
に
そ

れ
よ
り
前
に
は
、
「
再
閲
」
の
文
字
も
な
い
『
註
釈
民
法
草
案
』
な
る
文
献
（
但
し
、
同
書
の
書
名
表
記
は
冊
に
よ
っ
て
異
な
る
。

後
記
二
参
照
）
が
存
在
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
今
日
的
な
用
語
で
い
え
ば
、
『
註
釈
民
法
草
案
』
の
「
第
二
版
」
が
『
再
閲
民
法
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草
案
註
釈
』
、
「
第
三
版
」
が
『
再
閲
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
邦
文
資
料
が
こ
れ
ら
に
限
ら
れ

な
い
こ
と
仏
文
草
案
と
同
様
で
あ
り
、
し
か
も
、
邦
文
資
料
に
関
し
て
は
、
民
法
編
纂
局
の
最
終
案
・
法
律
取
調
委
員
会
の
最
終
案

あ
る
い
は
元
老
院
下
付
案
・
枢
密
院
諮
勘
案
と
い
っ
た
、
立
法
過
程
の
結
節
点
と
な
る
資
料
の
側
が
、
よ
り
重
要
と
も
い
え
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
今
回
『
プ
ロ
ジ
ェ
』
活
版
本
を
復
刻
す
る
こ
と
に
対
応
し
て
、
邦
文
資
料
に
関
し
て
も
、
上
記
三
種
の
翻
訳
書
を
復

刻
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
少
な
く
と
も
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
草
案
そ
れ
自
体
の
変
化
に
つ
い
て
は
、
邦
文
資
料
側
か
ら
の
比
較
・
対
照
も

可
能
に
し
よ
う
、
と
い
う
の
が
、
本
資
料
集
成
「
第
一
期
」
の
編
集
方
針
の
第
二
で
あ
っ
た
。

　
以
上
の
方
針
に
従
っ
て
、
第
一
回
配
本
・
第
二
回
配
本
で
は
、
ま
ず
仏
文
資
料
（
『
プ
ロ
ジ
ェ
初
版
』
『
プ
ロ
ジ
ェ
新
版
』
）
が
復

刻
さ
れ
た
。
右
復
刻
の
間
に
『
プ
ロ
ジ
ェ
第
二
版
』
を
は
さ
ん
で
新
旧
対
照
を
行
え
ば
、
仏
文
草
案
の
変
化
の
あ
ら
ま
し
は
、
あ
る

程
度
理
解
で
き
る
。

　
一
方
、
今
回
の
第
三
回
配
本
で
は
、
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
起
草
の
仏
文
草
案
の
翻
訳
書
の
う
ち
最
初
期
の
も
の
で
あ
る
『
註
釈
民
法
草

案
』
を
復
刻
す
る
。
続
く
第
四
回
配
本
・
第
五
回
配
本
の
『
再
閲
民
法
草
案
註
釈
』
（
も
っ
と
も
、
財
産
取
得
編
部
分
は
初
版
で
あ

る
た
め
、
書
名
も
『
民
法
草
案
註
釈
』
と
な
っ
て
い
る
）
、
第
六
回
配
本
の
『
再
閲
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
の
三
者
を
対
比
す
れ
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
　

翻
訳
書
の
側
か
ら
も
、
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
草
案
の
変
化
の
概
要
は
、
あ
る
程
度
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
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二
　
本
復
刻
の
底
本

　
上
述
し
た
よ
う
な
本
資
料
集
成
「
第
一
期
」
の
編
集
方
針
に
基
づ
き
、
今
回
の
復
刻
で
は
、
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
民
法
典
編
纂
過
程
の

最
初
期
（
聾
『
プ
ロ
ジ
ェ
初
版
』
と
同
時
代
）
の
邦
文
資
料
の
う
ち
か
ら
、
後
の
『
再
閲
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
に
連
な
る
資
料
が

探
索
・
選
択
さ
れ
た
。
旧
民
法
編
纂
過
程
に
現
れ
た
邦
文
草
案
に
関
し
て
は
、
す
で
に
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
民
法
典
研
究
会
で
の
検
討
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぎ
　

通
じ
て
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
把
握
さ
れ
、
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
草
案
注
釈
の
翻
訳
中
最
古
の
活
版
本
に
関
し
て
も
、
そ
の
所
在
等
に
つ
き
、

あ
る
程
度
の
目
星
は
つ
い
て
い
た
。
本
資
料
集
成
『
プ
ロ
ジ
ェ
初
版
』
の
大
久
保
1
1
七
戸
「
解
題
」
の
表
記
に
即
し
て
い
え
ば
、
【
3
7
】

法
務
図
書
館
蔵
本
『
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
氏
起
稿
／
註
釈
民
法
草
案
／
財
産
編
』
、
四
3
8
】
東
京
大
学
法
学
部
蔵
本
『
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
氏

起
稿
／
避
難
民
法
草
案
／
財
産
篇
之
部
』
、
【
3
9
回
九
州
大
学
法
学
部
蔵
本
『
民
法
草
案
脚
付
テ
ノ
「
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
」
氏
註
罫
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぞ
　

／
財
産
篇
之
部
』
が
そ
れ
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
段
階
で
は
、
右
三
者
の
異
同
な
い
し
新
旧
関
係
に
関
す
る
調
査
は
行
わ
れ
て
い
な

か
っ
た
。
そ
こ
で
、
今
回
の
復
刻
に
際
し
て
は
、
ま
ず
こ
の
点
が
検
討
さ
れ
た
。
．
そ
の
調
査
結
果
を
図
表
化
し
た
の
が
、
後
掲
《
表

1
　
東
京
大
学
法
学
部
「
箕
作
文
庫
」
蔵
本
・
法
務
図
書
館
蔵
本
・
九
州
大
学
法
学
部
「
明
治
文
庫
」
蔵
本
対
照
表
》
で
あ
る
。

　
結
論
的
に
い
え
ば
、
こ
れ
ら
三
者
は
、
同
一
書
籍
と
い
っ
て
差
し
支
え
な
い
。
た
だ
し
、
厳
密
に
い
え
ば
、
㈲
東
大
蔵
本
・
㈲
法

務
図
書
館
蔵
本
・
ω
九
大
蔵
本
の
中
で
は
、
㈲
東
大
蔵
本
が
最
も
古
い
。
と
い
う
の
は
、
㈲
に
存
在
し
た
誤
植
等
が
、
㈲
・
ω
で
は

訂
正
さ
れ
て
い
る
個
所
が
認
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
㈲
・
ω
の
全
て
の
冊
が
ω
の
改
版
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
全

く
同
一
印
刷
物
で
あ
る
冊
も
存
在
す
る
。
一
方
、
㈲
法
務
図
書
館
蔵
本
と
ω
九
大
蔵
本
は
同
一
書
籍
で
あ
り
、
た
だ
、
そ
の
合
冊
の

X『註釈民法草案』について



仕
方
に
違
い
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
以
下
、
そ
の
各
々
に
つ
き
、
若
干
の
説
明
を
行
う
。

　
の
　
東
京
大
学
法
学
部
箕
作
文
庫
蔵
本

　
（

ω
　
活
版
。
一
八
c
m
。
出
版
元
・
刊
年
の
記
載
は
な
い
。
書
籍
番
号
「
箕
作
五
八
四
」
。
箕
作
麟
祥
旧
蔵
書
で
あ
り
、
関
東
大
震

災
に
よ
る
東
大
図
書
館
の
焼
失
の
後
、
大
正
一
二
（
一
九
二
三
）
年
＝
月
一
〇
日
に
配
架
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

②
　
巻
数
は
、
法
学
部
研
究
室
図
書
室
備
え
付
け
の
「
箕
作
文
庫
目
録
」
（
作
成
年
不
明
、
手
稿
）
に
よ
れ
ば
全
九
巻
と
さ
れ
て
い

る
が
、
そ
の
う
ち
の
第
一
巻
（
『
一
』
一
『
十
』
の
合
冊
分
）
と
第
九
巻
（
『
百
十
三
』
以
降
の
合
冊
分
）
は
、
現
在
所
在
不
明
。

　
九
巻
へ
の
合
冊
製
本
は
、
お
そ
ら
く
図
書
館
に
お
い
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
ω
九
大
蔵
本
が
、
原
本
各
面
の
表
紙
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
も
て

遊
び
紙
・
裏
表
紙
の
全
て
を
忠
実
に
綴
じ
込
ん
で
い
る
の
に
対
し
て
、
ω
東
大
蔵
本
は
、
表
表
紙
お
よ
び
表
表
紙
側
の
遊
び
紙
今
日

紙
）
は
残
し
た
が
、
裏
表
紙
側
の
遊
び
紙
お
よ
び
裏
表
紙
に
つ
い
て
は
、
製
本
の
際
に
破
棄
し
た
よ
う
で
あ
る
。
な
お
、
『
三
十
六
』

に
関
し
て
は
、
最
終
頁
が
欠
損
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
遊
び
紙
と
間
違
え
て
破
棄
し
た
た
め
と
推
測
さ
れ
る
（
ω
九
大
蔵
本
に
よ

れ
ば
、
『
三
十
六
』
の
末
尾
は
、
表
頁
一
行
目
に
「
…
…
ル
ヘ
シ
」
の
三
字
が
あ
る
だ
け
で
、
あ
と
は
白
紙
と
な
っ
て
お
り
、
遊
び

紙
と
誤
認
し
や
す
い
）
。

③
　
表
題
は
、
合
冊
第
二
巻
所
収
『
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
氏
起
稿
／
註
繹
／
民
法
草
案
／
財
産
篇
之
部
／
十
一
』
か
ら
、
合
冊
第
五
巻
所

収
『
四
十
五
』
ま
で
同
一
タ
イ
ト
ル
、
そ
れ
以
降
は
『
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
氏
起
稿
／
註
繹
／
民
法
草
案
／
財
産
篇
人
権
之
部
／
四
十
六
』

（
以
下
変
化
は
冊
数
表
示
の
み
）
と
な
る
。
す
で
に
物
権
部
は
『
四
十
三
』
で
終
了
し
、
『
四
十
四
』
『
四
十
五
』
は
人
権
部
に
入

っ
て
い
る
か
ら
、
そ
の
途
中
で
タ
イ
ト
ル
表
示
が
変
更
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

『註釈民法草案』についてX1



㈹
　
本
文
に
関
し
て
は
、
随
所
に
（
お
そ
ら
く
は
箕
作
に
よ
る
？
）
墨
・
朱
・
鉛
筆
で
の
書
き
込
み
が
認
め
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、

『
十
こ
に
関
し
て
い
え
ば
、
①
一
六
〇
条
の
条
文
に
つ
き
、
「
家
屋
、
重
要
ノ
住
房
、
什
具
ノ
備
ハ
リ
タ
ル
」
と
の
原
文
（
活
字
）

が
、
「
什
具
ノ
備
ハ
リ
タ
ル
家
屋
、
重
要
ノ
住
房
」
と
鉛
筆
に
て
訂
正
さ
れ
（
十
九
頁
）
、
②
一
六
二
条
三
項
の
条
文
に
つ
き
、
「
獣

類
ノ
賃
借
ノ
期
限
ハ
士
爵
之
ヲ
規
定
ス
ヘ
シ
」
と
の
原
文
が
、
「
第
三
篇
」
二
之
ヲ
規
定
ス
ヘ
シ
と
墨
書
に
て
訂
正
さ
れ
（
三
十
五

頁
）
、
③
一
六
四
条
一
項
の
条
文
に
つ
き
、
「
…
…
収
穫
ノ
春
心
ヲ
与
ヘ
サ
ル
可
カ
ラ
ス
」
と
の
原
文
が
、
便
「
益
」
と
墨
書
に
て

訂
正
さ
れ
（
三
十
九
頁
）
、
④
一
六
五
条
の
注
釈
に
つ
き
、
「
孟
夏
賃
貸
盛
岡
…
…
」
と
の
原
文
が
、
賃
「
借
」
主
と
墨
書
に
て
訂

正
さ
れ
て
い
る
（
四
十
五
頁
）
。

　
こ
れ
を
、
㈲
法
務
図
書
館
蔵
本
・
㈲
九
大
蔵
本
と
比
較
し
て
み
る
と
、
①
に
つ
い
て
は
㈲
・
ω
と
も
直
さ
れ
て
お
ら
ず
、
②
に
つ

い
て
は
⑥
・
ω
と
も
同
様
の
書
き
込
み
が
あ
り
、
③
に
つ
い
て
は
㈲
・
ω
と
も
直
さ
れ
て
お
ら
ず
、
④
に
つ
い
て
は
ω
・
ω
と
も
直

さ
れ
て
い
な
い
。
箕
作
が
、
民
法
編
纂
局
に
お
い
て
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
起
草
の
仏
文
草
案
の
翻
訳
を
担
当
す
る
部
課
で
あ
る
第
一
課
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
　

分
任
員
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
き
、
㈲
東
大
蔵
本
に
お
け
る
書
き
込
み
の
持
つ
意
味
は
大
き
い
。

　
ま
た
、
同
冊
末
尾
に
は
、
次
の
よ
う
な
「
正
誤
」
（
活
字
、
一
頁
）
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
正
誤

　
　
四
　
　
　
六
行
　
　
〔
一
玉
〕
ハ
〔
二
〕
ノ
横
置

　
　
七
　
　
　
三
行
　
　
〔
デ
シ
ジ
ョ
ン
、
ジ
ユ
ユ
ヂ
エ
ー
ル
〕
ハ
〔
デ
シ
ジ
ョ
ン
、
ジ
ユ
ヂ
シ
エ
ー
ル
〕
ノ
誤

　
　
十
二
　
　
七
行
　
　
〔
第
四
十
條
〕
ハ
〔
第
百
六
十
條
〕
ノ
誤

　
　
十
六
　
　
八
行
　
　
〔
退
去
〕
ハ
〔
賃
借
解
約
請
求
〕
ノ
誤

Xn『註釈民法草案』について



　
　
十
七
　
　
六
行
　
　
〔
求
メ
タ
ル
退
去
〕
ハ
〔
与
ヘ
タ
ル
賃
借
解
約
請
求
〕
ノ
誤

　
　
二
十
五
　
一
行
　
〔
タ
ン
ト
、
レ
コ
ン
ヂ
ユ
ク
シ
ヨ
ン
〕
ハ
〔
タ
シ
ッ
ト
、
レ
コ
ン
ヂ
ユ
ク
シ
ヨ
ン
〕
ノ
誤

　
　
三
十
一
　
五
行
　
　
〔
ア
ン
セ
ト
ギ
ユ
マ
ン
〕
ハ
〔
ア
ン
セ
ー
ギ
ュ
マ
ン
〕
ノ
誤

　
こ
う
し
た
「
正
誤
」
は
『
十
三
』
に
も
認
め
ら
れ
る
が
、
い
ず
れ
の
修
正
個
所
も
、
㈲
法
務
図
書
館
蔵
本
・
ω
九
大
蔵
本
に
お
い

て
は
、
全
て
印
刷
上
訂
正
さ
れ
て
い
る
。

　
な
お
、
上
記
『
十
一
』
の
「
正
誤
」
の
中
で
は
、
「
十
二
」
頁
「
第
四
十
條
」
か
ら
「
第
百
六
十
條
し
へ
の
訂
正
が
、
多
少
気
に

か
か
る
。
こ
の
よ
う
な
誤
植
は
、
通
常
考
え
に
く
い
か
ら
で
あ
る
。
当
該
個
所
に
関
す
る
『
プ
ロ
ジ
ェ
初
版
』
の
記
載
は
、
訂
正
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぞ
　

の
も
の
と
同
様
で
あ
り
（
舎
．
§
陣
。
脚
。
ま
O
》
）
、
一
方
、
『
プ
ロ
ジ
ェ
初
版
』
出
版
の
前
年
で
あ
る
明
治
一
二
（
一
八
七
九
）
年
五
月
『
民

法
草
案
二
付
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
氏
意
見
説
明
筆
記
』
の
条
文
の
条
数
が
、
『
プ
ロ
ジ
ェ
初
版
』
と
全
く
異
な
っ
て
い
た
こ
と
を
考
え
る

　
フ
　

と
、
本
書
の
翻
訳
の
基
と
な
っ
た
の
は
、
『
プ
ロ
ジ
ェ
初
版
』
よ
り
も
以
前
に
存
在
す
る
仏
文
草
案
一
…
た
と
え
ば
戦
災
で
焼
失
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　

現
在
は
図
書
目
録
お
よ
び
図
書
カ
ー
ド
で
し
か
知
る
由
の
な
い
司
法
図
書
館
（
現
法
務
図
書
館
）
旧
蔵
の
手
稿
資
料
i
で
あ
っ
た

の
か
も
し
れ
な
い
。

　
ま
た
、
ω
東
大
蔵
本
が
、
全
冊
（
た
だ
し
欠
本
部
分
は
不
明
）
分
冊
形
式
を
と
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
ω
九
大
蔵
本
の
一
部
は
、

こ
れ
を
合
冊
し
た
版
と
な
っ
て
い
る
（
『
自
十
一
至
十
四
』
『
自
十
五
至
二
十
三
』
『
自
二
十
四
至
三
十
』
『
自
三
十
一
至
三
十
五
』
『
自

三
十
六
至
四
十
六
』
。
な
お
、
『
自
一
至
三
』
『
自
四
至
六
』
『
七
八
二
十
』
に
つ
い
て
も
、
お
そ
ら
く
同
様
で
あ
ろ
う
）
。

⑤
　
以
上
の
よ
う
な
事
情
か
ら
、
当
初
の
計
画
で
は
、
最
も
古
い
活
版
本
と
思
し
き
㈹
東
大
蔵
本
を
復
刻
の
底
本
と
す
る
こ
と
が
企

図
さ
れ
、
所
在
不
明
の
巻
の
探
索
が
行
わ
れ
た
。
し
か
し
、
残
念
な
こ
と
に
、
結
局
こ
れ
を
発
見
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
の
結
果
、
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復
刻
の
底
本
は
ω
法
務
図
書
館
蔵
本
・
ω
九
大
蔵
本
の
い
ず
れ
か
に
求
め
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。

XIV

　
の
　
法
務
図
書
館
蔵
本

　
（

ω
　
活
版
。
一
八
c
m
。
出
版
元
・
鴬
語
の
記
載
は
な
い
。
書
籍
番
号
は
、
『
法
務
図
書
館
所
蔵
貴
重
書
目
録
（
和
書
）
』
に
よ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
　

ば
「
×
切
ゆ
U
O
O
ご
ウ
7
ω
」
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
、
そ
れ
が
「
×
◎
ゆ
Q
O
O
q
σ
7
ω
避
一
「
）
（
Q
d
ω
O
O
　
切
麟
一
1
ω
o
」
の
全
五
巻
に
分
か
れ
て
い
る
。

　
既
に
触
れ
た
よ
う
に
、
本
文
は
、
ー
ー
筆
者
が
見
た
限
り
で
は
I
l
、
ω
九
大
蔵
本
と
同
一
の
印
刷
物
で
あ
る
。
た
だ
、
㈲
法
務

図
書
館
蔵
本
は
、
各
分
冊
の
表
紙
・
遊
び
紙
・
裏
表
紙
を
こ
と
ご
と
く
破
棄
し
て
し
ま
っ
て
お
り
、
こ
の
点
が
、
本
資
料
の
最
大
の

蝦
瑛
と
な
っ
て
い
る
（
以
下
で
は
、
便
宜
上
、
㈲
法
務
図
書
館
蔵
本
に
関
し
て
も
、
ω
九
大
蔵
本
の
表
紙
に
基
づ
き
『
自
一
至
三
』

一
『
百
三
十
五
』
の
醗
数
表
示
を
用
い
る
こ
と
に
す
る
）
。

　
も
っ
と
も
、
ω
法
務
図
書
館
蔵
本
の
製
本
の
仕
方
は
、
あ
な
が
ち
不
合
理
な
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
『
自
三
十
六
至
四
十

六
』
の
冊
は
、
書
籍
の
途
中
で
物
権
部
か
ら
人
権
部
へ
と
移
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
（
『
四
十
三
』
ま
で
が
物
権
部
、
『
四
十
四
』

以
降
が
人
権
部
）
、
ω
九
大
蔵
本
は
、
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
綴
じ
て
い
る
た
め
、
使
い
勝
手
と
し
て
決
し
て
良
い
も
の
で
は
な
い
。
こ

れ
に
対
し
て
、
㈲
法
務
図
書
館
蔵
本
は
、
こ
の
冊
を
大
胆
に
分
割
し
て
製
本
し
て
い
る
（
前
者
は
第
二
巻
、
後
者
は
第
三
巻
に
収
め

る
）
。
書
誌
学
的
な
考
察
と
の
関
係
で
は
、
ω
九
大
蔵
本
の
ほ
う
が
資
料
価
値
が
高
い
が
、
法
律
書
と
し
て
の
読
み
や
す
さ
の
点
で

は
、
㈲
法
務
図
書
館
蔵
本
の
ほ
う
が
優
れ
て
い
る
と
も
い
え
る
（
な
お
、
こ
の
点
は
、
製
本
が
、
い
つ
、
誰
の
手
に
よ
っ
て
行
わ
れ

た
か
と
い
う
点
と
も
関
係
し
て
い
る
。
後
述
）
。

②
　
一
方
、
『
法
務
図
書
館
所
蔵
貴
重
書
目
録
（
和
書
）
』
は
、
同
書
を
「
明
〔
治
〕
＝
二
年
初
め
に
で
き
た
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
の
草
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案
。
民
法
第
二
簾
中
第
一
部
（
物
権
）
三
＝
二
条
、
第
二
部
人
権
（
債
権
）
二
八
七
条
計
六
〇
〇
条
の
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
で
ボ
ワ
ソ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　

ナ
ー
ド
の
民
法
草
案
の
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
と
し
て
は
一
番
古
い
も
の
」
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
厳
密
に
い
え
ば
、
ω
法
務
図
書
館

蔵
本
（
日
ω
九
大
蔵
本
）
よ
り
も
、
ω
東
大
蔵
本
の
ほ
う
が
古
い
版
で
あ
る
こ
と
は
、
先
に
触
れ
た
。

③
　
な
お
、
本
書
に
刊
年
表
示
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
右
目
録
が
、
こ
れ
を
明
治
＝
二
年
は
じ
め
と
す
る
の
は
、
お
そ
ら
く
蔵

書
印
を
根
拠
と
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
①
そ
の
第
一
巻
「
×
鵯
ゆ
Q
O
◎
ロ
ゥ
一
山
避
（
『
こ
一
『
十
』
）
に
は
、
本
文
冒
頭
頁

に
「
照
査
／
黒
印
」
の
角
印
お
よ
び
そ
の
上
に
「
司
法
省
第
／
七
局
通
学
生
徒
／
係
書
籍
之
印
」
の
長
角
印
が
あ
る
（
他
の
個
所
に

押
印
は
な
い
）
。
②
第
二
巻
「
×
ご
ウ
ω
O
O
O
d
一
も
σ
」
（
『
十
一
』
一
『
四
十
三
』
）
に
関
し
て
は
、
冒
頭
に
「
司
法
省
第
／
七
局
通
学
生
徒

／
係
書
籍
之
印
」
の
長
角
印
が
あ
る
の
み
で
、
他
に
押
印
は
な
い
。
③
第
三
巻
「
×
Q
⇔
ω
◎
◎
◎
夢
一
－
ω
。
」
（
『
四
十
四
』
1
『
七
十
七
』
）

に
つ
い
て
は
、
冒
頭
頁
に
「
司
法
省
第
／
七
局
通
学
生
徒
／
係
書
籍
之
印
」
の
長
角
印
が
認
め
ら
れ
る
ほ
か
、
『
四
十
七
』
部
分
以

降
、
各
分
冊
冒
頭
頁
に
「
司
法
省
／
生
徒
課
／
通
学
係
」
の
角
印
が
押
さ
れ
て
い
る
。
④
第
四
巻
「
×
ロ
⇔
Q
O
O
¢
ご
一
－
ω
畠
（
『
七
十
八
』

…
『
九
十
九
』
）
に
つ
い
て
も
、
冒
頭
に
「
司
法
省
第
／
七
局
通
学
生
徒
／
係
書
籍
之
印
」
の
長
角
印
、
各
分
冊
冒
頭
に
「
司
法
省

／
生
徒
課
／
通
学
係
」
の
角
印
が
あ
る
。
⑤
第
五
巻
「
×
導
ゆ
Q
O
O
　
切
一
－
ω
o
」
（
『
百
』
i
『
百
三
十
五
』
）
に
関
し
て
は
、
冒
頭
に
「
司

法
省
画
／
七
局
通
学
生
徒
／
係
書
籍
之
印
」
、
『
百
』
i
『
百
九
』
冒
頭
頁
に
「
司
法
省
／
生
徒
課
／
通
学
係
」
、
『
百
十
』
以
降
は

「
司
法
省
第
／
七
局
通
学
生
徒
／
係
書
籍
之
印
」
が
押
印
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
の
印
に
あ
る
部
課
の
う
ち
、
司
法
省
「
照
査
課
」
は
、
明
治
一
〇
年
一
月
一
二
日
司
法
省
達
「
司
法
省
局
課
分
掌
」
に
よ

っ
て
設
置
さ
れ
た
組
織
で
あ
る
。
こ
の
達
は
、
局
に
属
さ
な
い
司
法
卿
直
属
の
課
と
し
て
、
学
校
課
と
照
査
課
の
二
郷
を
新
設
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　

こ
の
う
ち
の
学
校
課
は
、
従
前
の
法
学
課
を
引
き
継
い
で
、
司
法
省
法
学
校
正
豆
科
を
所
管
す
る
。
一
方
．
照
査
課
は
「
代
言
人
ノ
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願
書
ヲ
照
閲
シ
出
身
生
ノ
批
点
ヲ
検
査
ス
」
る
こ
と
を
任
務
と
し
た
が
、
同
年
七
月
に
新
設
さ
れ
た
、
正
則
科
と
は
別
個
の
、
二
年

の
司
法
官
短
期
養
成
コ
ー
ス
に
関
し
て
も
、
こ
れ
を
所
管
す
る
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
が
、
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
が
講
義
を
担
当
す
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

に
な
る
司
法
省
法
学
校
速
成
科
で
あ
る
。
そ
の
後
、
明
治
＝
二
年
四
月
二
二
日
司
法
省
達
に
よ
り
、
学
校
課
は
生
徒
課
に
改
称
さ
れ
、

同
年
五
月
二
五
日
司
法
省
達
に
よ
っ
て
照
査
課
が
廃
止
さ
れ
る
と
、
生
徒
課
が
照
査
課
の
事
務
を
吸
収
し
た
。
そ
の
結
果
、
司
法
省

法
学
校
正
則
・
速
成
の
両
科
は
、
と
も
に
生
徒
課
の
所
管
と
な
っ
た
が
、
両
科
の
事
務
の
混
乱
を
避
け
る
た
め
、
同
年
六
月
一
日
「
司

法
省
生
徒
課
伺
」
お
よ
び
六
月
五
日
「
司
法
省
生
徒
課
ヨ
リ
各
局
課
へ
通
知
」
に
よ
り
、
生
徒
課
内
に
寄
宿
生
徒
係
（
寄
宿
係
）
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

通
学
生
徒
係
（
通
学
係
）
の
二
曲
が
設
置
さ
れ
、
速
成
科
の
事
務
は
、
通
学
生
徒
係
（
通
学
係
）
が
担
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
さ

ら
に
、
翌
明
治
一
四
年
＝
月
二
八
日
司
法
省
達
に
よ
り
、
生
徒
課
に
代
わ
っ
て
第
七
局
が
設
置
さ
れ
「
法
学
校
二
関
ス
ル
ー
切
ノ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

事
務
ヲ
整
理
シ
且
ツ
生
徒
ヲ
監
督
ス
ル
ヲ
掌
ル
」
こ
と
と
な
る
。
そ
し
て
、
そ
の
後
、
明
治
一
七
年
七
月
一
六
日
司
法
省
達
に
よ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　

第
七
局
は
廃
止
さ
れ
、
法
学
校
の
事
務
は
書
記
局
学
務
課
の
担
当
と
な
っ
た
。

　
以
上
の
よ
う
な
司
法
省
の
機
構
改
革
の
歴
史
と
、
上
記
書
籍
印
と
を
照
合
し
て
み
る
と
、
ま
ず
、
「
照
査
課
」
の
印
の
あ
る
『
自

一
至
三
』
部
分
に
関
し
て
は
、
そ
の
豊
年
は
、
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
が
草
案
起
草
に
着
手
し
た
明
治
一
二
年
以
降
－
照
査
課
の
廃
止
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

た
明
治
＝
二
年
五
月
二
五
日
以
前
、
す
な
わ
ち
民
法
編
纂
局
の
開
局
（
同
年
六
月
一
日
）
よ
り
以
前
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、

『
四
十
七
』
i
『
百
九
』
部
分
に
は
「
生
徒
課
通
学
係
」
の
印
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
冊
の
刊
年
は
、
明
治
＝
二
年
六
月
一

目
な
い
し
五
日
以
降
・
1
明
治
一
四
年
前
月
二
八
日
以
前
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
「
第
七
局
」
の
印
の
あ
る
『
百
十
』
i
『
百
三
十

五
』
の
刊
年
は
、
明
治
一
四
年
＝
月
二
八
日
以
降
一
明
治
一
七
年
七
月
一
六
日
以
前
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
さ
ら
に
、
「
×
◎
ウ
ω
O
O
◎
ヴ
7
冨
」
i
「
×
匂
ご
ω
O
O
¢
ウ
一
－
ω
o
」
の
五
巻
へ
の
合
本
時
期
に
関
し
て
も
、
合
本
後
に
各
々
の
巻
に
対
し
て
「
第
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七
局
」
印
が
押
印
さ
れ
た
と
解
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ま
た
明
治
一
四
年
＝
月
二
八
日
以
降
！
明
治
一
七
年
七
月
一
六
日
以
前

と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
こ
よ
う
。

㈲
　
な
お
、
第
三
巻
「
×
切
ゆ
ω
O
O
　
◎
ご
一
山
。
」
の
表
紙
裏
に
は
、
「
第
一
号
」
の
書
き
込
み
が
認
め
ら
れ
る
。
一
方
、
ω
九
大
蔵
本
の
各

冊
の
表
紙
に
は
「
第
十
七
号
」
の
書
き
込
み
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
、
あ
る
い
は
通
し
て
打
た
れ
た
書
籍
番
号
か
も
し
れ
ず
、

も
し
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
復
刻
の
底
本
と
し
て
は
、
ω
九
大
蔵
本
よ
り
も
数
字
の
若
い
㈲
法
務
図
書
館
蔵
本
を
使
用
す
る
と
い

う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
こ
の
番
号
の
意
味
に
関
し
て
は
、
現
時
点
で
の
調
査
の
限
り
で
は
、
こ
れ
を
明
ら

か
に
す
る
資
料
（
史
料
）
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

⑤
　
ま
た
、
ω
法
務
図
書
館
蔵
本
に
関
し
て
は
、
保
存
の
必
要
上
、
現
在
、
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
を
通
じ
た
利
用
し
か
認
め
ら
れ
て

い
な
い
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
、
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
で
は
、
印
影
や
書
き
込
み
の
色
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
み
な
ら

か
　ず

、
本
資
料
に
関
し
て
は
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
の
撮
影
状
態
が
良
好
と
は
い
え
ず
、
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
を
復
刻
版
の
版
下
に
使
用

す
る
こ
と
は
非
常
に
困
難
で
あ
っ
た
。

　
0
3
　
九
州
大
学
法
学
部
明
治
文
庫
蔵
本

　
（

ω
　
活
版
。
一
八
c
m
。
出
版
元
・
長
年
の
記
載
は
な
い
。
書
籍
番
号
「
呂
O
◎
南
－
ひ
」
。
九
州
大
学
法
学
部
図
書
掛
『
明
治
文
庫
』

目
録
（
作
成
年
不
明
（
戦
後
）
、
謄
写
版
）
二
六
頁
に
は
、
「
編
著
者
、
訳
者
」
欄
に
「
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
」
、
「
書
名
」
欄
に
「
民
法

草
案
（
紀
寺
1
）
1
i
3
、
5
　
ミ
お
ど
、
「
冊
」
数
に
「
4
」
冊
と
あ
る
が
、
第
四
巻
、
第
六
巻
i
第
七
巻
も
揃
っ
た
欠
本
な
し

の
全
七
巻
で
あ
る
。
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先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ω
東
大
蔵
本
は
、
『
十
』
以
前
お
よ
び
『
百
十
三
』
以
降
の
冊
が
欠
本
で
あ
り
、
他
方
、
㈲
法
務
図
書
館

蔵
本
は
、
表
紙
を
こ
と
ご
と
く
欠
い
て
い
る
た
め
、
原
本
表
紙
記
載
の
冊
数
表
示
が
不
明
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
に
対
し
て
、
ω
九
大

蔵
本
に
は
欠
損
が
な
く
、
か
つ
原
本
の
表
紙
・
遊
び
紙
・
裏
表
紙
の
全
て
を
忠
実
に
綴
じ
込
ん
で
い
る
の
で
、
最
終
冊
の
冊
数
表
示

が
『
百
三
十
五
』
で
あ
る
こ
と
が
は
じ
め
て
分
か
る
。
こ
れ
を
七
巻
に
合
冊
製
本
し
た
の
は
、
お
そ
ら
く
は
図
書
館
で
あ
ろ
う
。

　
も
っ
と
も
、
最
終
冊
の
冊
数
表
示
が
『
百
三
十
五
』
で
あ
る
こ
と
は
、
本
資
料
が
＝
二
五
冊
の
書
籍
か
ら
な
る
こ
と
を
意
味
し
な

い
。
ま
ず
第
一
に
、
既
に
触
れ
た
よ
う
に
、
ω
九
大
蔵
本
の
う
ち
、
物
権
部
（
お
よ
び
人
権
部
冒
頭
）
部
分
は
、
㈲
東
大
蔵
本
を
改

版
の
う
え
合
冊
し
た
出
版
物
で
あ
る
（
『
自
十
一
至
十
四
』
『
自
十
五
至
二
十
三
』
『
自
二
十
四
至
三
十
』
『
自
三
十
一
至
三
十
五
』
『
自

三
十
六
至
四
十
六
』
。
な
お
、
ω
九
大
蔵
本
『
自
一
至
三
』
『
三
四
至
六
』
『
自
八
言
霊
』
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
に
対
応
す
る
㈲
東
大

蔵
本
が
欠
本
で
あ
る
が
、
右
部
分
に
関
し
て
も
お
そ
ら
く
同
様
で
あ
ろ
う
）
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
合
冊
本
（
ω
九
大
蔵
本
）

の
頁
数
表
示
は
通
論
に
直
さ
れ
ず
、
分
冊
本
（
㈲
東
大
蔵
本
）
と
同
じ
頁
打
ち
を
維
持
し
て
い
る
。
合
冊
本
そ
れ
自
体
を
一
冊
と
数

え
る
こ
と
も
も
ち
ろ
ん
可
能
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
、
そ
の
場
合
に
は
、
ω
九
大
蔵
本
と
同
一
の
印
刷
物
な
が
ら
表
紙
を
欠
く
㈲
法

務
図
書
館
蔵
本
に
つ
き
、
冊
数
を
ど
の
よ
う
に
勘
定
す
る
か
が
問
題
と
な
っ
て
こ
よ
う
。
ま
た
、
第
二
に
、
㈹
東
大
蔵
本
・
ω
九
大

蔵
本
の
『
五
十
七
』
は
、
本
文
が
六
頁
で
い
っ
た
ん
終
了
し
、
そ
の
後
頁
数
が
新
た
に
一
頁
か
ら
起
こ
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、

表
紙
が
こ
と
ご
と
く
破
棄
さ
れ
て
い
る
㈲
法
務
図
書
館
蔵
本
に
つ
き
、
頁
数
を
頼
り
に
冊
数
を
カ
ウ
ン
ト
し
て
い
く
と
、
全
＝
二
六

冊
と
い
う
こ
と
に
な
る
（
な
お
、
本
冊
に
関
し
て
は
、
ω
東
大
蔵
本
・
㈲
法
務
図
書
館
蔵
本
・
ω
九
大
蔵
本
の
三
者
は
同
一
印
刷
物

で
あ
る
）
。
以
上
の
点
を
確
認
し
た
う
え
で
、
以
下
で
は
、
本
資
料
の
冊
数
に
つ
き
、
こ
れ
を
＝
二
五
冊
と
す
る
有
地
亨
「
旧
民
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　

の
編
纂
過
程
に
あ
ら
わ
れ
た
諸
草
案
」
の
記
述
に
従
う
こ
と
に
す
る
。
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②
　
一
方
、
本
書
の
表
題
に
関
し
て
、
有
地
論
文
は
、
『
民
法
草
案
餌
付
テ
ノ
「
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
」
氏
註
蘭
書
財
産
篇
章
部
自
一
至

　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

三
』
と
紹
介
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
表
題
名
の
印
刷
は
『
自
八
至
十
』
ま
で
で
あ
り
、
そ
の
後
、
『
自
十
一
至
十
四
』
以
降

一
『
自
三
十
六
至
四
十
六
』
ま
で
の
表
題
名
は
『
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
氏
起
稿
／
註
繹
／
民
法
草
案
／
財
産
篇
之
部
』
、
ま
た
、
『
四
十

七
』
以
降
の
表
題
名
は
『
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
氏
起
稿
／
註
繹
／
民
法
草
案
／
財
産
篇
人
権
之
部
』
で
あ
る
。
な
お
、
㈲
東
大
蔵
本
に
お

い
て
は
、
『
四
十
六
』
以
降
の
冊
か
ら
、
右
表
題
変
更
が
行
わ
れ
て
い
る
。

③
　
次
に
、
本
資
料
の
旧
弊
関
係
に
つ
い
て
触
れ
る
な
ら
ば
、
冒
頭
の
冊
で
あ
る
『
自
一
至
三
』
の
表
紙
に
は
、
「
第
一
ヨ
リ
第
百

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

三
十
五
マ
デ
明
治
十
六
／
年
七
月
卒
業
ノ
際
曾
テ
貸
与
／
サ
レ
タ
儘
下
賜
ヲ
受
ク
／
小
幡
虎
三
郎
」
の
朱
書
が
あ
り
、
ま
た
、
各
界

冒
頭
に
は
①
「
照
査
／
課
印
」
、
②
「
司
法
省
／
生
徒
課
」
、
③
「
司
法
省
／
生
徒
課
／
通
学
係
」
、
④
「
司
法
省
第
／
七
局
通
学
／

生
徒
指
印
」
、
⑤
「
司
法
省
第
七
／
局
通
学
生
徒
／
係
書
籍
之
印
」
の
印
が
あ
り
、
か
つ
そ
れ
ら
の
上
に
「
消
印
」
が
押
さ
れ
て
い

る
（
な
お
、
『
八
十
六
』
『
百
六
』
に
は
蔵
書
印
が
な
く
、
ま
た
『
五
十
七
』
『
六
十
四
』
『
六
十
九
』
『
七
十
三
』
『
七
十
五
』
『
九
十

三
』
『
九
十
九
』
『
百
十
こ
『
百
十
九
』
に
は
「
消
印
」
が
な
い
が
、
い
ず
れ
も
押
し
忘
れ
で
あ
ろ
う
）
。
一
方
、
小
幡
虎
三
郎
は
、

司
法
省
法
学
校
速
成
科
第
二
期
生
i
l
明
治
＝
二
年
二
月
二
六
日
に
出
仕
生
徒
一
四
一
名
が
発
令
さ
れ
、
同
年
三
月
＝
日
よ
り
授

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

業
開
始
、
明
治
一
六
年
七
月
五
日
卒
業
証
書
授
与
i
i
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
本
資
料
も
ま
た
、
㈲
法
務
図
書
館
蔵
本
と
同
様
、
司
法

省
と
く
に
法
学
校
関
係
部
局
の
図
書
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
ら
は
法
学
校
生
徒
に
貸
与
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
か
つ
、
卒
業
に
際
し

て
下
付
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
の
中
の
一
つ
で
あ
っ
た
本
資
料
は
、
そ
の
後
、
東
京
の
古
書
騨
を
経
て
（
『
百
三
十
五
』
末
尾

の
遊
び
紙
裏
頁
に
「
落
丁
請
合
／
古
書
籍
所
／
巌
松
堂
書
店
／
東
京
神
田
」
の
ラ
ベ
ル
が
あ
る
）
、
大
正
＝
二
年
に
九
州
帝
国
大
学

に
新
設
さ
れ
た
法
学
部
に
よ
り
、
図
書
充
実
を
図
る
た
め
購
入
さ
れ
た
も
の
ら
し
い
（
各
冊
冒
頭
に
は
、
「
九
州
帝
／
国
大
学
／
図
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書
印
」
の
朱
角
印
と
と
も
に
、
「
九
州
帝
国
大
学
／
図
書
館
／
撃
験
ま
／
大
正
一
五
・
一
二
・
一
五
こ
の
長
円
印
（
青
）
が
押
さ
れ

　
　
ま
　

て
い
る
）
。
な
お
、
本
資
料
各
冊
の
表
紙
に
は
、
「
第
十
七
号
」
（
「
第
拾
七
号
」
「
十
七
号
」
「
拾
七
号
」
）
の
朱
書
が
あ
る
（
た
だ
し

『
七
十
』
の
み
「
十
八
号
」
）
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
れ
は
、
㈲
法
務
図
書
館
蔵
本
を
「
第
一
号
」
と
す
る
書
籍
番
号
の
可
能

性
が
あ
る
が
、
し
か
し
、
現
時
点
で
の
調
査
で
は
、
結
局
は
っ
き
り
し
な
い
。

㈲
　
ω
九
大
蔵
本
に
認
め
ら
れ
る
上
記
①
一
⑤
の
五
種
の
蔵
書
印
の
う
ち
（
な
お
、
㈲
法
務
図
書
館
蔵
本
に
は
、
②
「
司
法
省
／
生

徒
課
」
印
が
認
め
ら
れ
な
い
）
、
①
「
照
査
／
課
印
」
は
『
十
一
両
三
』
の
一
冊
の
み
に
、
②
「
司
法
省
／
生
徒
課
」
印
は
『
自
四

至
六
』
『
七
』
『
山
野
至
善
』
の
三
冊
に
、
③
「
司
法
省
／
生
徒
課
／
通
学
係
」
印
は
『
自
十
一
至
十
四
』
…
『
百
工
』
に
、
④
「
司

法
省
第
／
七
局
通
学
／
生
徒
係
念
」
は
『
百
十
』
1
『
百
十
三
』
に
、
⑤
「
司
法
省
第
七
／
局
通
学
生
徒
／
係
書
籍
之
印
」
は
『
百

十
四
』
一
『
百
三
十
五
』
に
、
各
々
押
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
情
報
か
ら
、
本
資
料
の
刊
年
に
つ
い
て
は
．
ω
法
務
図
書
館
蔵
本

以
上
の
絞
り
込
み
が
可
能
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
①
『
自
一
至
三
』
の
冊
は
、
明
治
一
二
年
の
ボ
ウ
ソ
ナ
ー
ド
の
仏
文
草
案
起
草
着

手
以
降
一
明
治
＝
二
年
五
月
二
五
日
以
前
の
刊
行
、
②
『
自
四
至
六
』
『
七
』
『
自
八
至
十
』
の
三
冊
は
、
i
l
寄
宿
・
通
学
の
二

係
の
設
置
以
降
、
法
学
校
関
係
図
書
に
「
司
法
省
／
生
徒
課
」
印
を
押
さ
な
く
な
っ
た
と
す
れ
ば
ー
ー
・
、
明
治
＝
二
年
五
月
二
五
日

以
降
！
六
月
一
日
な
い
し
五
日
以
前
の
刊
行
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
一
方
、
③
の
印
が
「
第
七
局
」
の
印
に
変
わ
る
の
は
、
㈲
法
務

図
書
館
蔵
本
と
同
様
、
『
百
十
』
以
降
で
あ
る
か
ら
（
ち
な
み
に
、
『
百
十
三
』
と
『
百
十
四
』
の
問
を
境
に
④
と
⑤
の
印
が
変
わ

る
の
も
同
様
で
あ
る
）
、
③
『
自
十
一
至
十
四
』
i
『
百
九
』
の
刊
行
は
、
明
治
＝
二
年
六
月
一
日
な
い
し
五
日
以
降
－
翌
明
治
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
　

四
年
＝
月
二
八
日
以
前
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
他
方
、
④
・
⑤
の
印
に
あ
る
「
第
七
局
」
の
廃
止
さ
れ
た
の
は
明
治
一
七
年
七
月

一
六
日
で
あ
っ
た
が
、
し
か
し
、
上
述
の
よ
う
に
、
小
幡
虎
三
郎
は
、
そ
の
前
年
の
明
治
一
六
年
七
月
の
司
法
製
法
学
校
速
成
科
第
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二
期
卒
業
に
際
し
て
全
＝
二
五
冊
の
下
付
を
受
け
て
い
る
か
ら
、
結
局
、
『
百
十
』
1
『
百
三
十
五
』
の
刊
年
は
、
明
治
一
四
年
一

｝
月
二
八
日
以
降
i
明
治
一
六
年
七
月
以
前
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

⑤
　
さ
ら
に
、
本
文
に
関
し
て
い
え
ば
、
ω
九
大
蔵
本
に
も
、
ω
東
大
蔵
本
や
㈲
法
務
図
書
館
蔵
本
と
同
様
（
な
い
し
そ
れ
以
上
）

の
、
多
数
の
書
き
込
み
が
あ
る
。
そ
れ
ら
は
墨
書
の
場
合
と
朱
書
の
場
合
が
あ
り
、
し
か
も
、
い
っ
た
ん
訂
正
し
た
後
、
さ
ら
に
こ

れ
を
再
訂
正
し
て
い
る
個
所
も
少
な
く
な
い
。
書
き
込
み
の
内
容
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
印
刷
内
容
の
訂
正
で
あ
る
が
、
訂
正
個
所

は
、
注
釈
部
分
よ
り
も
、
条
文
部
分
の
ほ
う
が
圧
倒
的
に
多
い
。
と
く
に
、
物
権
部
「
第
五
章
　
土
地
ノ
権
利
〔
躾
地
役
ご
「
第

一
節
　
法
律
二
上
リ
テ
設
定
セ
ラ
レ
タ
ル
土
地
ノ
義
務
」
「
第
五
款
　
彼
我
共
同
界
〔
1
1
互
有
こ
の
款
以
降
（
草
案
二
七
〇
条
以

下
。
『
自
三
十
一
至
三
十
五
』
中
「
三
十
三
」
冒
頭
以
降
）
に
つ
い
て
は
．
全
て
の
条
文
に
つ
き
訂
正
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら

に
、
そ
の
中
に
は
、
訂
正
条
文
を
付
箋
の
形
で
貼
り
込
ん
だ
個
所
も
存
在
す
る
。

　
こ
う
し
た
書
き
込
み
（
訂
正
）
は
、
本
資
料
の
旧
蔵
者
・
小
幡
虎
三
郎
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
彼
が
司
法
省
法
学
校
速

成
科
第
二
期
生
で
あ
っ
た
こ
と
と
の
関
係
で
、
以
下
の
点
に
留
意
し
た
い
。
周
知
の
よ
う
に
、
速
成
科
第
二
期
生
に
対
し
て
、
ボ
ワ

ソ
ナ
ー
ド
は
、
明
治
＝
工
年
三
月
三
一
日
よ
り
同
年
五
月
一
二
日
ま
で
、
計
＝
二
回
の
「
法
律
大
意
講
義
」
を
行
い
、
さ
ら
に
、
こ

れ
に
接
続
す
る
形
で
、
同
年
五
月
一
四
日
か
ら
明
治
一
六
年
四
月
六
日
半
で
、
計
一
八
　
回
の
「
民
法
草
案
財
産
篇
講
義
」
を
行
っ

　
　
　
だ
　

て
い
る
。
問
題
は
、
右
「
民
法
草
案
財
産
篇
講
義
」
と
、
今
回
復
刻
の
対
象
と
し
て
い
る
『
註
釈
民
法
草
案
』
の
関
係
で
あ
っ
て
、

第
一
に
、
『
註
釈
民
法
草
案
』
は
、
「
民
法
草
案
財
産
篇
講
義
」
の
際
に
、
生
徒
の
参
考
書
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
ふ
し
が
あ
る
。

そ
の
一
方
で
、
第
二
に
、
本
資
料
二
七
〇
条
以
降
の
条
文
全
て
に
書
き
込
ま
れ
た
訂
正
は
、
活
版
本
『
民
法
草
案
財
産
篇
講
義
』
掲

載
の
条
文
に
、
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
点
は
、
目
下
問
題
と
し
て
い
る
書
誌
的
考
察
の
範
囲
を
越
え
て
い
る
の
で
、
後
に
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改
め
て
触
れ
る
こ
と
に
す
る
（
四
）
。

㈲
　
書
き
込
み
と
の
関
係
で
は
、
さ
ら
に
、
ω
九
大
蔵
本
に
お
い
て
は
、
全
七
巻
へ
の
合
冊
製
本
の
際
、
天
地
の
裁
断
が
行
わ
れ
た

結
果
、
欄
外
余
白
へ
の
書
き
込
み
が
＝
部
欠
損
し
て
い
る
個
所
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、

①
『
自
十
五
至
二
十
三
』
「
二
十
」
五
頁
（
二
〇
六
条
の
条
文
修
正
「
…
…
獲
得
ス
へ
□
」
の
下
部
欠
損
部
分
□
は
「
シ
」
。
本
復

刻
版
『
第
一
巻
』
編
注
（
田
）
参
照
）
、
②
『
自
二
十
四
至
三
十
』
「
二
十
八
」
一
頁
（
「
□
但
シ
…
…
」
の
上
部
欠
損
部
分
□
は
「
○
」

の
記
号
。
本
復
刻
版
『
第
二
巻
』
編
注
（
1
2
）
参
照
）
、
③
『
四
十
七
』
九
頁
（
二
三
九
条
に
関
す
る
「
□
印
以
下
別
項
」
の
上
部
欠

損
部
分
□
は
、
本
文
中
に
書
き
込
ん
だ
カ
ギ
括
弧
（
「
）
の
記
号
。
本
復
刻
版
『
第
二
巻
』
五
七
（
9
1
）
参
照
）
、
④
『
九
十
』
一
頁

（
第
四
百
三
十
九
条
一
項
の
修
正
条
文
に
つ
き
、
各
行
頭
の
一
文
字
分
が
欠
損
。
こ
の
部
分
に
関
し
て
は
、
上
記
『
民
法
草
案
財
産

篇
講
義
』
記
載
の
条
文
を
使
っ
て
類
推
が
可
能
で
あ
る
。
本
復
刻
意
『
第
三
巻
』
編
注
（
7
6
）
参
照
）
等
が
そ
れ
で
あ
る
が
、
全
て
直

接
の
読
み
取
り
な
い
し
類
推
が
可
能
で
あ
る
。
な
お
、
同
様
の
製
本
の
際
の
裁
断
に
よ
る
天
地
の
欠
損
は
、
ω
東
大
蔵
本
に
も
存
在

す
る
。

　
ま
た
、
ω
九
大
蔵
本
に
は
、
乱
丁
が
一
個
所
存
在
す
る
。
『
九
十
九
』
十
一
－
十
四
頁
部
分
が
、
『
九
十
五
』
末
尾
に
綴
じ
ら
れ

て
い
る
個
所
が
、
そ
れ
で
あ
る
（
復
刻
版
『
第
三
巻
』
編
注
（
9
4
）
・
編
注
（
辮
）
参
照
）
。
し
か
し
な
が
ら
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、

㈲
東
大
蔵
本
や
ω
法
務
図
書
館
蔵
本
に
認
め
ら
れ
た
よ
う
な
落
丁
・
欠
損
な
い
し
破
棄
は
、
ω
九
大
蔵
本
に
は
存
在
し
て
い
な
い
。

ま
た
、
紙
質
の
劣
化
も
さ
ほ
ど
進
ん
で
い
な
い
。
本
書
の
よ
う
な
無
難
本
が
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
完
壁
な
状
態
で
保
存
さ
れ
て
い
た
こ

と
に
、
驚
き
を
禁
じ
得
な
い
。

の
　
以
上
の
よ
う
な
比
較
対
照
の
結
果
、
本
復
刻
版
の
底
本
と
し
て
は
、
ω
九
大
「
明
治
文
庫
」
蔵
本
を
選
択
す
る
こ
と
と
し
た
。
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調
査
及
び
復
刻
申
請
に
対
し
て
快
く
許
可
を
お
与
え
く
だ
さ
っ
た
九
州
大
学
法
学
部
に
深
甚
の
謝
意
を
表
し
た
い
。
ま
た
、
植
田
信

広
教
授
（
大
学
院
法
学
研
究
科
研
究
室
主
任
）
・
児
玉
出
教
授
に
は
、
お
忙
し
い
中
、
書
庫
を
案
内
し
て
く
だ
さ
り
、
ま
た
復
刻
申

請
の
手
続
に
つ
い
て
も
ご
指
導
い
た
だ
い
た
。
西
村
重
雄
教
授
か
ら
は
、
九
大
蔵
本
の
由
来
・
所
蔵
内
容
の
特
徴
等
に
つ
き
ご
教
示

を
賜
っ
た
。
永
井
謙
図
書
掛
長
を
は
じ
め
、
法
学
部
図
書
室
の
皆
さ
ん
に
は
、
調
査
の
た
め
の
机
を
ご
提
供
い
た
だ
い
た
ば
か
り
か
、

「
明
治
文
庫
」
目
録
の
余
部
を
も
頂
戴
し
た
。
九
州
大
学
法
学
部
ス
タ
ッ
フ
の
暖
か
い
ご
協
力
な
し
に
は
、
今
回
の
復
刻
は
成
ら
な

か
っ
た
。
心
よ
り
感
謝
の
意
を
申
し
述
べ
た
い
。
さ
ら
に
、
仲
介
の
労
を
お
取
り
く
だ
さ
っ
た
横
山
美
夏
大
阪
市
立
大
学
助
教
授
に

も
、
深
く
お
礼
申
し
上
げ
た
い
。

三
　
本
復
刻
の
体
裁

　
上
記
一
で
述
べ
た
よ
う
な
本
資
料
集
成
の
編
集
方
針
、
お
よ
び
、
上
記
二
で
述
べ
た
よ
う
な
復
刻
底
本
の
特
徴
を
考
慮
し
て
、

復
刻
で
は
、
体
裁
そ
の
他
に
つ
き
、
以
下
の
よ
う
な
工
夫
を
加
え
た
。

本

㈲
書
名

ω
　
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
本
書
各
冊
の
表
紙
に
印
欄
さ
れ
て
い
る
表
題
に
は
、
三
種
類
の
も
の
が
あ
り
、
ま
た
、
東
大
「
箕
作
文

庫
」
目
録
・
『
法
務
図
書
館
所
蔵
貴
重
書
目
録
（
和
書
）
』
・
九
大
「
明
治
文
庫
」
目
録
に
お
け
る
書
名
表
記
も
、
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
。
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本
復
刻
版
に
お
い
て
は
、
本
書
が
後
続
の
『
叢
雲
民
法
草
案
濫
費
』
『
再
閲
修
正
民
法
草
案
註
繹
』
の
い
わ
ば
「
初
版
」
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
こ
れ
ら
と
の
連
続
性
を
考
え
て
、
『
註
釈
民
法
草
案
』
の
書
名
を
用
い
る
こ
と
と
し
た
。

の
　
ま
た
、
そ
の
際
に
は
、
原
本
「
註
繹
」
の
漢
字
を
「
註
釈
」
と
表
記
し
た
。
『
再
閲
修
正
民
法
草
案
註
繹
』
に
つ
き
、
多
く
の

（学
説
が
、
引
用
の
際
、
こ
れ
を
「
註
釈
」
の
漢
字
に
改
め
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
一
方
、
原
本
に
は
「
財
産
篇
之
部
」
ま
た
は
「
財

産
篇
人
権
之
部
」
と
の
表
記
が
あ
る
が
、
本
復
刻
に
お
い
て
は
、
こ
れ
を
「
財
産
編
」
と
表
記
し
た
。
こ
れ
ま
た
『
再
閲
修
正
民
法

草
案
註
釈
』
に
関
し
て
多
く
の
学
説
が
用
い
て
い
る
表
記
に
合
わ
せ
た
も
の
で
あ
る
。

ゆ
判
型

　
（

　
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
民
法
典
関
係
資
料
に
は
、
印
刷
物
の
み
を
取
り
上
げ
て
も
、
菊
判
、
四
六
判
か
ら
美
濃
判
ま
で
、
種
々
の
判
型
の

も
の
が
存
在
す
る
。
本
資
料
集
成
に
お
い
て
は
、
菊
判
の
判
型
に
統
一
し
た
。
原
典
に
あ
く
ま
で
も
忠
実
で
あ
ろ
う
と
す
る
な
ら
ば
、

判
型
に
関
し
て
も
原
典
の
寸
法
を
変
え
な
い
の
が
望
ま
し
い
が
、
し
か
し
な
が
ら
、
少
な
く
と
も
本
資
料
集
成
の
利
用
者
は
、
原
典

の
完
全
な
レ
プ
リ
カ
を
求
め
て
い
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
中
身
の
側
に
関
心
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
そ
こ
で
、
本
復
刻
も
、
右
方
針
に
従
う
こ
と
と
し
た
が
、
そ
の
場
合
に
も
な
お
、
原
本
の
頁
を
そ
の
ま
ま
に
周
囲
を
余
白
に
し
て

大
き
さ
を
確
保
す
る
方
法
も
な
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
方
法
を
と
っ
た
場
合
、
続
刊
『
影
写
民
法
草
案
註
釈
』
を

は
じ
め
と
す
る
巻
数
の
多
い
書
籍
に
関
し
て
は
、
書
架
の
占
有
ス
ペ
ー
ス
が
膨
大
に
な
り
、
か
つ
復
刻
版
の
価
格
も
高
額
化
す
る
。

そ
こ
で
、
こ
う
し
た
書
籍
に
関
し
て
は
、
本
を
横
置
き
に
し
、
原
本
二
頁
を
縮
小
し
て
復
刻
版
一
頁
に
収
め
る
こ
と
と
し
た
。

　
な
お
、
本
復
刻
に
お
け
る
原
本
の
縮
小
率
は
、
七
八
％
で
あ
る
。
ま
た
、
引
用
の
際
に
は
、
『
註
釈
民
法
草
案
『
自
一
至
三
』
』
（
二
）
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頁
（
雄
松
堂
復
刻
版
『
第
一
巻
』
4
7
頁
）
と
い
っ
た
形
で
、
該
当
頁
を
特
定
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
る
。

の
目
次

　
（

　
後
掲
《
表
1
》
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
本
資
料
は
、
目
次
を
持
た
な
い
。
さ
ら
に
、
後
続
の
『
再
閲
民
法
草
案
註
釈
』
『
再

閲
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
が
、
各
巻
の
表
紙
に
、
収
録
さ
れ
て
い
る
草
案
注
釈
の
編
・
部
・
章
・
節
・
款
を
表
記
し
て
い
る
の
に
対

し
て
（
も
っ
と
も
、
算
数
表
記
ま
で
は
行
わ
れ
て
い
な
い
が
）
、
本
資
料
に
お
い
て
は
、
そ
れ
す
ら
も
な
い
。
そ
こ
で
、
本
復
刻
で

は
、
次
の
二
種
の
目
次
を
用
意
し
た
。

ω
　
そ
の
一
は
、
草
案
の
実
質
的
内
容
－
特
定
の
法
制
度
・
条
文
を
参
照
す
る
便
宜
の
た
め
の
も
の
で
、
草
案
の
編
・
部
・
節
・

款
お
よ
び
条
文
・
注
釈
の
掲
載
頁
の
み
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
復
刻
で
は
、
こ
れ
を
い
わ
ゆ
る
「
内
容
総
目
次
」
と
し
て
、
復

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

刻
版
『
第
一
巻
』
（
本
巻
）
に
収
録
し
た
。
各
巻
ご
と
に
そ
の
内
容
を
分
割
す
る
方
法
も
な
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
が
、
こ
の
「
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ガ
　

次
」
は
、
同
時
に
、
本
草
案
の
祭
酒
お
よ
び
条
文
配
置
を
概
観
す
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
一
括
掲
記
す
る
の
が

望
ま
し
い
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

②
　
そ
の
二
は
、
書
誌
学
的
考
察
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
上
記
二
で
述
べ
た
よ
う
に
、
本
復
刻
の
底
本
と
し
て
選
択
し
た
九
大
蔵

本
は
、
本
文
は
も
と
よ
り
、
表
紙
・
遊
び
紙
・
裏
表
紙
に
至
る
ま
で
全
く
欠
損
が
な
い
と
い
う
点
で
、
東
大
蔵
本
・
法
務
図
書
館
蔵

本
に
優
っ
て
い
る
。
こ
の
特
徴
を
生
か
す
た
め
、
本
復
刻
で
は
、
こ
れ
ら
の
部
分
に
つ
い
て
も
作
為
的
な
取
捨
選
択
を
行
わ
ず
、
原

本
の
状
態
の
ま
ま
全
て
収
録
す
る
こ
と
と
し
た
。
右
方
針
の
結
果
、
各
冊
の
表
紙
・
遊
び
紙
・
本
文
・
裏
表
紙
に
つ
い
て
も
、
復
刻

版
に
お
け
る
掲
載
頁
を
挙
示
す
る
必
要
が
生
じ
た
が
、
こ
れ
を
上
記
草
案
の
実
質
的
内
容
（
編
別
・
条
文
配
置
）
に
関
す
る
目
次
の
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中
に
組
み
込
む
と
、
前
述
し
た
一
覧
性
の
意
図
が
失
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
こ
う
し
た
書
誌
的
事
項
に
関
す
る
頁
数
に
つ
い
て
は
、
後

掲
《
表
1
》
の
右
端
の
欄
に
挙
示
す
る
こ
と
と
し
た
。
こ
う
し
て
東
大
蔵
本
・
法
務
図
書
館
蔵
本
・
九
大
蔵
本
・
本
復
刻
版
の
書
誌

事
項
を
並
列
し
て
お
く
こ
と
に
よ
り
．
た
と
え
ば
類
書
が
新
た
に
発
見
さ
れ
た
場
合
（
九
大
蔵
本
に
あ
る
「
第
一
七
号
」
の
書
き
込

み
が
書
籍
番
号
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
同
一
資
料
は
、
少
な
く
と
も
一
六
部
は
存
在
し
た
は
ず
で
あ
る
。
筆
者
は
、
こ
の
番
号
を
手
掛

か
り
に
、
こ
の
書
籍
が
誰
に
貸
与
・
下
付
さ
れ
た
か
を
探
ろ
う
と
試
み
た
が
、
上
述
し
た
よ
う
に
、
こ
の
点
に
関
す
る
資
料
（
史
料
）

を
見
出
せ
な
か
っ
た
）
、
そ
の
比
較
対
照
が
容
易
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

の
編
注

　
（

　
上
記
の
よ
う
な
九
大
蔵
本
の
特
徴
に
鑑
み
、
本
復
刻
に
お
い
て
は
、
底
本
の
内
容
収
録
に
つ
き
取
捨
選
択
を
行
わ
な
か
っ
た
。
す

な
わ
ち
、

ω
　
表
表
紙
・
表
表
紙
側
の
遊
び
紙
・
本
文
末
尾
の
白
紙
頁
・
裏
表
紙
側
の
遊
び
紙
・
裏
表
紙
は
、
こ
れ
を
全
て
収
録
し
た
。
そ
の

結
果
、
本
復
解
版
に
お
い
て
は
、
全
く
何
も
記
載
さ
れ
て
い
な
い
頁
が
存
在
す
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
こ
れ
に
関
し
て
は
、
当
該
頁

が
原
本
に
お
け
る
白
紙
頁
で
あ
る
旨
を
、
本
文
中
に
記
載
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
と
え
ば
「
（
表
紙
ウ
ラ
ご
「
（
遊
び
紙
）
」
「
（
裏
表

紙
）
」
等
。

②
　
蔵
書
印
そ
の
他
の
印
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
を
残
し
た
。
従
来
の
研
究
が
、
蔵
書
印
等
を
足
掛
か
り
に
資
料
の
特
定
を
行
っ
て
い

る
以
上
、
そ
れ
を
消
去
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、
九
大
の
蔵
書
印
に
関
し
て
は
、
そ
れ
が
現
在
の
所
蔵

関
係
を
示
す
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
の
で
、
こ
れ
を
消
去
し
た
。
な
お
、
印
章
の
色
に
つ
い
て
は
、
「
編
注
」
を
設
け
、
そ
こ
で
説
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明
を
行
う
こ
と
と
し
た
。
ま
た
、
印
が
押
さ
れ
た
た
め
読
み
に
く
く
な
っ
た
本
文
の
記
載
に
つ
い
て
も
、
同
様
に
「
編
注
」
で
説
明

を
加
え
る
こ
と
と
し
た
。

③
　
乱
丁
の
個
所
（
一
個
所
）
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
正
位
置
に
移
動
し
、
か
つ
、
そ
の
旨
を
「
編
注
」
で
掲
記
し
た
（
復
刻
版
『
第

三
巻
』
編
注
（
9
4
）
・
編
注
（
鵬
）
参
照
）
。

紛
　
書
き
込
み
に
関
し
て
も
、
こ
れ
を
全
て
収
録
し
た
。
本
資
料
の
旧
蔵
者
が
司
法
省
法
学
校
速
成
落
第
二
期
生
で
あ
り
、
本
資
料

（を
参
照
し
つ
つ
ポ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
「
民
法
草
案
財
産
篇
講
義
」
を
受
講
し
た
と
推
測
さ
れ
る
以
上
、
書
き
込
み
そ
れ
自
体
の
有
す
る
資

料
価
値
も
高
い
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
書
き
込
み
の
色
・
読
み
に
く
い
部
分
等
に
関
し
て
は
、
適
宜
「
垂
球
」
に
て
説
明
を
行
っ

た
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
ノ

σ
　
付
箋
に
関
し
て
も
、
全
て
収
録
し
た
。
底
本
に
存
在
す
る
付
箋
に
は
、
ω
印
刷
物
を
貼
り
込
ん
だ
も
の
（
二
個
所
）
、
α
訂
正

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
関
す
る
手
稿
を
貼
り
込
ん
だ
も
の
（
五
個
所
）
、
澁
内
容
に
関
す
る
覚
書
（
手
稿
）
が
単
に
挟
ま
れ
て
い
る
だ
け
の
も
の
（
一
個

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

あ
　所

）
が
あ
る
。
ω
・
㈹
に
関
し
て
は
、
貼
り
込
み
に
よ
っ
て
元
の
印
刷
が
隠
れ
て
し
ま
う
た
め
、
付
箋
部
分
と
貼
り
込
み
前
の
頁
を
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

復
刻
版
本
文
中
で
、
見
開
き
上
下
に
並
べ
る
こ
と
に
し
た
。
…
搬
に
関
し
て
は
、
「
編
注
」
の
部
分
に
本
文
と
同
様
の
復
刻
を
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

一
方
、
『
百
三
十
五
』
末
尾
に
存
在
す
る
古
書
緯
の
ラ
ベ
ル
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
消
去
し
た
。

　
な
お
、
「
編
注
」
を
付
し
た
部
分
に
関
し
て
は
、
当
該
個
所
の
本
文
上
部
の
欄
外
余
白
に
、
そ
の
旨
を
掲
記
し
て
あ
る
（
「
注
（
1
）
」

「
注
（
2
と
…
…
。
番
号
は
、
復
刻
版
各
巻
単
位
で
の
通
し
番
号
と
し
た
）
。
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四
　
若
干
の
内
容
分
析

　
最
後
に
、
本
書
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
条
文
お
よ
び
注
釈
の
内
容
面
に
関
し
て
も
、
若
干
の
考
察
を
加
え
て
お
こ
う
。
こ
こ
で
は
、

と
く
に
次
の
三
点
を
取
り
上
げ
た
い
。
す
な
わ
ち
、
ω
第
一
に
、
本
書
は
、
『
プ
ロ
ジ
ェ
初
版
』
活
版
本
の
翻
訳
と
い
う
よ
り
は
、

そ
れ
以
前
の
、
手
稿
段
階
で
の
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
草
案
の
翻
訳
と
考
え
ら
れ
る
。
㈲
第
二
に
、
本
書
は
、
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
の
司
法
省
法

学
校
「
民
法
草
案
財
産
篇
講
義
」
の
際
に
、
参
考
書
と
し
て
用
い
ら
れ
た
可
能
性
が
高
い
。
ω
第
三
に
、
本
復
刻
版
の
底
本
（
九
大

蔵
本
）
に
認
め
ら
れ
る
書
き
込
み
は
、
右
「
民
法
草
案
財
産
篇
講
義
」
段
階
で
の
修
正
に
対
応
し
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
以
下
、

こ
れ
ら
の
点
に
つ
き
、
順
次
説
明
を
行
う
。

『註釈民法草案』について

　
の
　
『
註
釈
民
法
草
案
』
と
『
プ
ロ
ジ
ェ
初
版
』
の
関
係

　
（

ω
　
　
『
註
釈
民
法
草
案
』
の
内
容
は
、
『
プ
ロ
ジ
ェ
初
版
』
の
そ
れ
に
概
ね
一
致
し
て
い
る
。
二
九
条
・
三
〇
条
、
四
五
条
、
コ

八
条
・
＝
九
条
・
一
二
〇
条
、
一
八
七
条
・
一
八
八
条
・
一
八
九
条
・
一
九
〇
条
が
欠
条
と
な
っ
て
い
る
点
も
同
様
で
あ
る
。

　
た
だ
、
第
一
に
、
『
プ
ロ
ジ
ェ
初
版
』
に
お
い
て
は
、
注
に
「
（
麟
と
「
（
げ
）
」
「
（
◎
と
…
：
・
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
番
号
が
付
さ
れ
て
、

脚
注
形
式
で
記
載
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
『
註
釈
民
法
草
案
』
に
お
い
て
は
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
番
号
は
外
さ
れ
、
単
に
本
文

中
に
イ
ン
デ
ン
ト
（
行
頭
下
げ
）
し
て
挿
入
さ
れ
る
か
（
『
自
一
至
三
』
「
＝
三
頁
（
思
事
。
計
一
．
。
α
ユ
》
一
も
9
P
ぎ
8
（
帥
）
に
対
応
、

十
一
十
一
頁
（
℃
濫
。
計
一
．
。
貫
叶
ド
サ
蟻
も
0
8
（
ぴ
）
に
対
応
）
等
）
、
括
弧
書
き
で
挿
入
さ
れ
る
か
（
『
自
一
至
三
』
「
二
」
十
二
頁
（
℃
恩
⑰
計



陣
．
、
鉢
ρ
け
ド
，
ω
ゆ
b
o
8
（
魯
）
に
対
応
）
等
）
、
あ
る
い
は
、
条
文
欄
外
に
枠
囲
み
で
記
載
さ
れ
て
い
る
（
『
十
一
至
十
四
』
「
十
＝
八

…
九
頁
の
上
部
欄
外
記
載
（
℃
恩
。
酔
』
お
9
》
♂
や
隷
b
o
霊
（
稗
）
に
対
応
）
等
）
。

　
第
二
に
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
訳
文
が
固
ま
っ
て
い
な
い
単
語
等
に
関
し
て
は
、
括
弧
内
に
原
語
が
カ
タ
カ
ナ
書
き
さ
れ
、
訳
者
に
よ

る
辞
書
的
説
明
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
『
プ
ロ
ジ
ェ
初
版
』
谷
鵠
翼
翼
⑳
ρ
（
も
。
毬
。
・
陣
§
8
ξ
・
・
も
鉱
気
丈
σ
q
鎚
く
窪
鎚
・
・
。
三
℃
8
¢
β

震
9
8
。
8
。
・
）
》
（
℃
恩
。
酔
し
．
。
舞
酔
』
も
b
）
部
分
に
対
応
す
る
『
註
釈
民
法
草
案
』
の
記
載
は
、
「
技
術
家
ノ
（
テ
シ
ナ
ツ
ウ
ル
）
墨

画
ヲ
為
ス
人
ヲ
云
フ
（
パ
ン
ト
ル
）
彩
画
ヲ
為
ス
人
ヲ
云
フ
（
ス
キ
ュ
ル
フ
ツ
ー
ル
）
彫
刻
師
ヲ
云
フ
（
ア
ル
シ
テ
ク
）
工
術
ヲ
知

ル
人
」
（
『
自
一
至
三
』
「
一
」
二
十
頁
）
と
い
う
よ
う
に
。

　
ま
た
、
両
者
の
相
違
の
中
に
は
、
『
プ
ロ
ジ
ェ
初
版
』
の
側
が
誤
植
で
、
『
註
釈
民
法
草
案
』
が
正
し
く
印
刷
さ
れ
て
い
る
場
合

も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
一
五
一
条
二
項
の
条
文
に
つ
き
、
『
プ
ロ
ジ
エ
初
版
』
に
《
一
ゴ
議
。
冨
鷺
》
と
あ
る
の
は
（
℃
恩
。
計
回
．
。
瓢
P
“
P

や
台
）
、
『
註
釈
民
法
草
案
』
の
印
刷
に
あ
る
よ
う
に
（
『
自
八
時
十
』
「
十
」
十
九
頁
）
、
「
第
九
十
六
条
」
が
正
し
い
。

　
も
っ
と
も
、
以
上
の
点
は
、
両
資
料
の
あ
く
ま
で
も
印
刷
な
い
し
体
裁
上
の
相
違
で
あ
っ
て
、
両
者
の
新
旧
問
題
と
は
関
係
が
な

い
。勿

　
こ
れ
に
対
し
て
、
相
違
個
所
の
中
に
は
、
実
質
的
に
見
て
、
『
註
釈
民
法
草
案
』
の
内
容
が
、
『
プ
ロ
ジ
ェ
初
版
』
に
お
い
て

（修
正
・
変
更
さ
れ
た
と
解
さ
れ
る
も
の
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
『
プ
ロ
ジ
ェ
初
版
』
「
第
一
巻
（
8
欝
⑳
尉
）
」
に
対
応
す
る
『
註
釈
民
法

草
案
』
「
自
一
至
三
し
「
自
四
至
六
」
「
七
」
の
冊
を
取
り
上
げ
て
も
、

①
七
五
条
の
注
釈
に
つ
き
、
『
註
釈
民
法
草
案
』
の
印
刷
に
は
「
…
…
第
五
十
七
条
（
入
額
所
得
権
ノ
第
十
二
条
）
冊
数
テ
之
ヲ

見
タ
リ
」
と
あ
る
（
『
自
四
賀
六
』
「
六
」
二
十
六
頁
）
。
こ
の
部
分
は
、
『
プ
ロ
ジ
ェ
初
版
』
に
お
い
て
は
、
単
に
《
∪
斎
き
。
。
。
・
寝
農
§
⑳
旨
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ぎ
湯
麟
象
£
器
…
》
と
だ
け
あ
り
、
「
入
額
所
得
権
ノ
第
十
二
条
」
な
る
記
述
は
認
め
ら
れ
な
い
（
写
ε
⑰
計
一
．
．
σ
9
蛭
一
も
。
這
ひ
）
。

②
『
自
四
千
六
』
「
六
」
五
十
三
頁
、
八
五
条
の
条
文
お
よ
び
注
釈
に
つ
き
、
『
註
釈
民
法
草
案
』
の
印
刷
に
は
「
第
五
十
九
条
」

（
条
文
部
分
）
・
二
条
」
（
注
釈
部
分
）
と
あ
り
、
そ
れ
が
墨
書
に
て
「
百
四
条
」
「
四
十
六
条
」
に
修
正
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に

対
し
て
、
『
プ
ロ
ジ
ェ
初
版
』
に
お
い
て
は
、
注
釈
部
分
の
変
更
は
《
≧
）
O
胃
δ
Z
。
6
団
円
6
0
羅
O
目
O
Z
。
◎
》
で
訂
正
さ
れ
て
い
る

（
も
っ
と
も
、
条
文
部
分
に
関
し
て
は
改
め
ら
れ
て
い
な
い
。
℃
蕊
。
酔
し
，
⑲
ρ
け
飼
や
一
ω
。
。
）
。

③
八
七
条
の
注
釈
に
つ
き
、
『
註
釈
民
法
草
案
』
に
は
「
第
四
十
四
条
（
百
〇
三
）
ヲ
一
読
ス
レ
ハ
」
と
あ
る
の
に
対
し
て
（
『
自

四
至
六
』
「
六
」
五
十
九
頁
。
な
お
「
百
〇
三
」
の
印
刷
は
墨
書
に
て
「
八
十
九
条
」
に
訂
正
さ
れ
て
い
る
）
、
『
プ
ロ
ジ
ェ
初
版
』

に
は
《
⑰
巳
尻
聾
二
。
銭
葦
⑳
一
〇
ω
葺
－
暑
器
。
。
》
と
あ
る
の
み
で
あ
る
（
零
ε
⑰
計
一
．
。
0
ρ
け
餅
サ
＝
O
）
。

④
九
三
条
一
項
の
条
文
に
つ
き
、
『
註
釈
民
法
草
案
』
の
印
刷
に
は
「
第
三
条
」
と
あ
る
の
に
対
し
て
（
『
七
』
十
二
頁
。
な
お
、

右
印
刷
は
墨
書
に
て
第
「
四
十
八
」
条
に
修
正
さ
れ
て
い
る
）
、
『
プ
ロ
ジ
ェ
初
版
』
の
当
該
個
所
は
《
一
一
銭
§
⑰
も
。
。
》
で
あ
る
（
零
2
。
。
計
一
，

9
ト
一
も
」
い
一
）
。

⑤
九
五
条
の
注
釈
に
つ
き
、
『
註
釈
民
法
草
案
』
に
は
「
第
四
十
五
条
、
第
四
十
六
条
及
ヒ
第
四
十
八
条
」
「
第
五
十
二
条
」
と

あ
る
の
に
対
し
て
（
『
七
』
二
十
四
頁
）
、
『
プ
ロ
ジ
ェ
初
版
』
に
は
《
銀
瓶
。
奮
ゆ
ρ
ゆ
｝
窪
ゆ
ω
》
舎
。
翼
葦
。
ゆ
曵
》
と
あ
る
（
℃
恩
。
酔
』
．
。
9
レ
一
も
・

一
い
い
）
。

⑥
九
六
条
の
注
釈
に
つ
き
、
『
註
釈
民
法
草
案
』
の
印
刷
に
は
「
第
二
十
五
条
」
と
あ
る
の
に
対
し
て
（
『
七
』
二
十
六
頁
）
、
『
プ

ロ
ジ
ェ
初
版
』
に
は
《
『
噂
聾
凶
O
一
〇
↓
O
》
と
あ
る
（
写
a
o
計
一
．
。
笛
ρ
け
騨
も
』
ま
）
。

⑦
一
〇
六
条
の
注
釈
に
つ
き
、
『
註
釈
民
法
草
案
』
に
は
「
本
条
ハ
同
率
ノ
第
七
条
ト
反
対
ト
ス
」
と
あ
る
の
に
対
し
て
（
『
七
』
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六
十
二
頁
）
、
『
プ
ロ
ジ
ェ
初
版
』
に
は
《
O
巽
簿
a
。
δ
o
絵
冨
8
葺
⑦
壱
寮
δ
曾
騨
。
銭
凶
。
δ
薄
霧
ヨ
ゆ
ヨ
。
曾
9
貯
。
》
と
あ
る
（
零
2
。
⑰
酔
し
ヨ
砧
9

蛭
一
も
」
ご
）
◎

⑧
一
〇
八
条
の
条
文
に
つ
き
、
『
註
釈
民
法
草
案
』
の
印
刷
に
は
「
第
四
十
六
条
及
四
十
七
条
」
と
あ
り
、
そ
れ
が
墨
書
に
て
「
九

十
一
条
及
ヒ
九
十
二
条
」
に
訂
正
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
（
『
七
』
六
十
六
頁
）
、
『
プ
ロ
ジ
ェ
初
版
』
に
お
い
て
は
《
七
三
霧
逡

窪
旨
》
と
印
刷
さ
れ
て
い
る
（
騨
ε
。
酔
㍉
、
6
①
P
榊
」
も
」
δ
）
。

　
『
プ
ロ
ジ
ェ
初
版
』
の
「
第
二
巻
（
ε
ヨ
。
P
）
」
に
対
応
す
る
『
註
釈
民
法
草
案
』
「
自
八
土
砂
」
以
降
の
冊
に
入
っ
て
も
、
こ
の
傾

向
は
変
わ
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、

⑨
一
二
八
条
の
条
文
末
尾
に
、
『
註
釈
民
法
草
案
』
に
は
「
（
第
三
項
家
畜
賃
貸
ノ
借
賃
ハ
後
条
二
譲
ル
ご
と
の
記
載
が
あ
る
の

に
対
し
て
（
『
自
八
至
十
』
「
八
」
四
十
頁
）
、
『
プ
ロ
ジ
ェ
初
版
』
に
は
、
そ
の
よ
う
な
記
載
が
な
い
（
℃
恩
8
一
．
．
9
ト
P
や
ま
）
。

⑩
一
四
一
条
二
項
の
条
文
に
つ
き
、
『
註
釈
民
法
草
案
』
の
印
刷
に
は
「
第
十
二
条
」
と
あ
り
、
そ
れ
が
墨
書
に
て
「
第
百
五
十

六
条
」
に
改
め
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
（
『
二
八
至
十
』
「
八
」
二
十
六
頁
）
、
『
プ
ロ
ジ
ェ
初
版
』
の
印
刷
は
舎
ゴ
蕊
9
。
一
ま
》
で

あ
る
（
写
ε
⑰
酔
L
．
。
貫
脅
』
も
・
搭
）
。

⑪
一
四
二
条
の
条
文
に
つ
き
、
『
註
釈
民
法
草
案
』
に
は
同
条
四
項
末
尾
に
「
（
附
加
こ
の
印
刷
が
あ
り
、
こ
れ
が
墨
消
さ
れ
て

い
る
の
に
対
し
て
、
『
プ
ロ
ジ
ェ
初
版
』
に
は
、
そ
の
よ
う
な
印
刷
は
認
め
ら
れ
な
い
。

⑫
一
六
二
条
三
項
の
条
文
に
つ
き
、
『
註
釈
民
法
草
案
』
は
「
獣
類
ノ
賃
借
ノ
期
限
ハ
後
二
之
ヲ
規
定
ス
ヘ
シ
」
と
印
刷
さ
れ
、

「
後
」
の
部
分
が
「
第
三
篇
」
に
訂
正
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
（
『
自
十
一
至
十
四
』
「
十
一
」
三
十
五
頁
）
、
『
プ
ロ
ジ
ェ
初
版
』

の
印
刷
は
《
麟
ζ
ピ
瞭
く
噌
0
國
岡
國
》
と
な
っ
て
い
る
（
℃
恩
。
計
一
器
鰍
9
蛭
P
マ
ひ
ω
）
。
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こ
れ
以
上
の
列
挙
は
、
も
は
や
必
要
な
い
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
『
註
釈
民
法
草
案
』
は
、
『
プ
ロ
ジ
ェ
初
版
』
活
版
本
よ
り

以
前
に
存
在
す
る
、
条
数
の
異
な
る
未
知
の
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
草
案
の
翻
訳
で
あ
っ
て
、
『
プ
ロ
ジ
ェ
初
版
』
活
版
本
よ
り
時
代
的
に

先
行
す
る
資
料
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
基
と
な
っ
た
未
知
の
仏
文
草
案
は
、
す
で
に
東
大
蔵
本
の
「
正
誤
」
と
の
関
係
で
触
れ
た
よ

う
に
（
二
㈲
④
参
照
）
、
明
治
一
二
年
の
『
民
法
草
案
二
付
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
氏
意
見
書
説
明
筆
記
』
の
仏
語
原
本
、
な
い
し
、
戦
災

で
焼
失
し
た
旧
司
法
図
書
館
所
蔵
の
手
稿
本
（
§
琶
鶴
も
a
◎
コ
榊
）
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
な
お
、
右
『
説
明
筆
記
』
と
『
註
釈
民
法
草

案
』
掲
記
の
条
文
を
対
比
し
て
み
る
と
、
所
有
権
の
章
以
降
の
条
文
に
つ
き
、
訳
文
が
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ま

た
、
条
数
に
関
し
て
も
、
上
記
②
に
お
け
る
一
条
↓
四
六
条
の
変
化
、
④
に
お
け
る
三
条
↓
四
八
条
の
変
化
は
、
『
説
明
筆
記
』
↓

『
プ
ロ
ジ
ェ
初
版
』
の
条
数
の
変
化
に
一
致
し
て
い
る
（
本
資
料
集
成
『
プ
ロ
ジ
ェ
初
版
』
の
大
久
保
1
1
七
戸
「
解
題
」
《
表
2

『
民
法
草
案
二
付
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
氏
意
見
書
説
明
筆
記
』
並
び
に
『
プ
ロ
ジ
ェ
初
版
』
条
文
対
照
表
》
参
照
）
。
一
方
、
①
に
お
け

る
一
二
条
↓
五
七
条
の
条
数
の
変
化
、
お
よ
び
、
⑦
に
お
け
る
七
条
↓
五
二
条
の
変
化
は
、
『
説
明
筆
記
』
↓
『
プ
ロ
ジ
ェ
初
版
』

の
条
数
に
お
い
て
は
、
五
条
の
ず
れ
と
な
っ
て
現
れ
て
い
る
が
（
①
『
説
明
筆
記
』
七
条
↓
『
プ
ロ
ジ
ェ
初
版
』
五
七
条
、
⑦
『
説

明
筆
記
』
二
条
↓
『
プ
ロ
ジ
ェ
初
版
』
五
二
条
）
、
こ
れ
は
『
説
明
筆
記
』
「
第
六
綴
」
に
お
け
る
五
三
条
の
起
草
の
後
、
「
第
七
綴
」

で
改
め
て
一
条
か
ら
条
数
を
起
こ
し
た
こ
と
と
関
係
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
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の
　
　
『
註
釈
民
法
草
案
』
と
『
民
法
草
案
財
産
篇
講
義
』
の
関
係

　
（

ω
　
こ
れ
に
対
し
て
、
『
民
法
草
案
財
産
篇
講
義
』
と
『
プ
ロ
ジ
ェ
初
版
』

草
案
』
と
『
プ
ロ
ジ
ェ
初
版
』
の
間
の
上
記
①
一
⑫
の
相
違
個
所
の
う
ち
、

の
新
旧
関
係
は
、
か
な
り
微
妙
で
あ
る
。
『
註
釈
民
法

『
民
法
草
案
財
産
篇
講
義
』
と
も
対
比
可
能
な
条
文
部



分
の
相
違
（
②
・
④
・
⑧
・
⑨
・
⑩
・
⑪
・
⑫
）
を
取
り
上
げ
て
み
る
と
、
少
な
く
と
も
慶
大
蔵
本
（
法
ω
ム
3
ε
『
ボ
ワ
ソ
ナ
ー

ド
氏
起
稿
／
民
法
草
案
財
産
篇
講
義
／
壼
／
物
権
之
部
／
司
法
省
』
の
印
刷
に
つ
い
て
い
え
ば
、
②
に
関
し
て
は
条
文
・
注
釈
部
分

と
も
修
正
が
な
さ
れ
て
お
り
（
第
三
五
回
・
明
治
＝
二
年
＝
月
二
四
日
講
義
。
三
百
六
十
一
頁
・
三
百
六
十
二
頁
）
、
④
に
関
し

て
は
『
プ
ロ
ジ
ェ
初
版
』
に
一
致
（
第
三
八
回
・
明
治
＝
二
年
一
二
月
三
日
講
義
。
三
百
九
十
三
頁
）
、
⑧
に
関
し
て
は
『
註
釈
民

法
草
案
』
に
一
致
（
第
四
二
回
・
明
治
＝
二
年
一
二
月
一
七
日
講
義
。
四
百
四
十
九
頁
）
、
⑨
に
関
し
て
は
『
プ
ロ
ジ
ェ
初
版
』
に

一
致
（
第
四
七
回
・
明
治
一
四
年
一
月
二
六
日
講
義
。
五
百
八
頁
）
、
⑩
に
関
し
て
は
『
プ
ロ
ジ
ェ
初
版
』
に
一
致
（
第
四
九
回
・

明
治
一
四
年
二
月
二
日
講
義
。
五
百
四
十
五
頁
）
、
⑪
に
関
し
て
は
『
プ
ロ
ジ
ェ
初
版
』
に
一
致
（
同
上
。
五
百
四
十
七
頁
）
、
⑫

に
関
し
て
は
『
プ
ロ
ジ
ェ
初
版
』
に
一
致
す
る
（
第
五
三
回
・
明
治
一
四
年
三
月
二
一
二
日
講
義
。
六
百
五
頁
）
。
さ
ら
に
、
九
九
条

一
項
の
条
文
に
つ
き
、
『
註
釈
民
法
草
案
』
に
は
「
入
額
所
得
権
ハ
第
四
十
四
条
（
所
得
権
ノ
章
第
十
四
条
）
二
循
ヒ
…
…
」
と
あ

り
（
『
七
』
三
十
六
頁
）
、
『
プ
ロ
ジ
ェ
初
版
』
に
も
《
。
8
8
馨
α
ヨ
⑰
艮
妙
一
。
銭
互
⑰
心
恥
　
（
一
轟
a
魯
巷
響
⑰
曾
比
箕
。
℃
薮
§
》
と
あ
る

の
に
対
し
て
（
な
お
、
こ
こ
で
の
一
四
条
↓
四
四
条
の
条
数
の
変
化
は
、
『
説
明
筆
記
』
↓
『
プ
ロ
ジ
ェ
初
版
』
の
そ
れ
に
一
致
す

る
）
、
『
民
法
草
案
財
産
篇
講
義
』
の
記
載
は
「
入
額
所
得
権
ハ
第
四
十
四
条
二
部
ヒ
…
…
」
と
な
っ
て
い
る
（
第
四
〇
回
・
明
治

＝
二
年
一
二
月
一
〇
日
講
義
。
『
壼
・
物
権
之
部
』
四
百
十
五
頁
）
。

　
た
だ
、
右
の
比
較
を
見
る
限
り
、
『
註
釈
民
法
草
案
』
と
『
民
法
草
案
財
産
篇
講
義
』
と
で
は
、
『
註
釈
民
法
草
案
』
の
ほ
う
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

時
代
的
に
古
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

②
　
こ
の
点
と
の
関
係
で
問
題
と
な
る
の
が
、
『
民
法
草
案
財
産
家
講
義
』
に
お
い
て
し
ば
し
ば
参
照
が
促
さ
れ
て
い
る
「
註
繹
書
」

「
註
繹
」
な
い
し
「
注
解
」
な
る
書
籍
が
何
で
あ
っ
た
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
す
で
に
大
久
保
1
1
七
戸
・
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前
掲
注
（
1
）
・
×
×
毛
蟹
に
て
、
『
民
法
草
案
財
産
篇
講
義
（
萱
・
物
権
之
部
）
』
冒
頭
の
四
個
所
を
指
摘
済
み
で
あ
る
の
で
、
こ
れ
に

接
続
す
る
形
で
「
註
繹
書
」
等
の
現
れ
る
個
所
を
列
挙
す
れ
ば
、

①
代
替
物
・
不
代
替
物
の
区
別
に
関
す
る
一
八
条
の
講
義
（
第
＝
回
・
明
治
＝
二
年
六
月
二
五
日
）
に
は
「
本
条
二
半
フ
ル
所

ノ
所
ノ
替
へ
得
ル
（
註
繹
書
ニ
ハ
度
量
ス
可
キ
ト
ア
リ
）
ト
云
ヘ
ル
語
ハ
…
…
」
と
あ
り
（
百
十
八
頁
）
、

②
同
じ
く
一
八
条
の
講
義
に
は
「
註
繹
書
ニ
ハ
其
他
ノ
例
ヲ
掲
示
セ
リ
」
と
あ
り
（
百
十
九
頁
）
、

③
共
有
に
関
す
る
三
九
条
の
講
義
（
第
一
九
回
・
明
治
＝
二
年
九
月
二
四
目
）
に
は
「
民
法
草
案
第
十
四
条
ノ
註
繹
ヲ
参
観
シ
テ

此
説
明
ヲ
補
ス
可
シ
」
と
あ
り
（
百
九
十
一
頁
）
、

④
所
有
権
の
喪
失
原
因
に
関
す
る
四
四
条
の
講
義
（
第
二
二
回
・
明
治
＝
二
年
一
〇
月
六
日
）
に
は
「
草
案
法
認
書
影
ハ
此
二
形

容
語
ノ
義
解
ヲ
遺
漏
ス
」
と
あ
り
（
二
百
八
頁
）
、

⑤
入
額
所
得
権
（
用
益
権
〉
に
関
す
る
七
〇
条
一
項
の
講
義
（
第
三
〇
回
・
明
治
＝
二
年
＝
月
五
日
）
に
は
「
占
有
ノ
訴
権
及

ヒ
請
願
ノ
訴
権
ハ
最
モ
…
難
雑
ナ
ル
カ
故
二
註
言
書
二
表
ヲ
掲
載
セ
リ
」
と
あ
り
（
三
百
二
頁
）
、

⑥
同
じ
く
七
〇
条
二
項
の
講
義
（
第
コ
コ
回
・
明
治
＝
二
年
＝
月
一
〇
日
）
に
は
「
草
案
ノ
注
解
ニ
モ
詳
カ
ニ
此
二
種
ノ
説
明

ヲ
載
セ
リ
」
と
あ
り
（
三
百
五
頁
）
、

⑦
七
四
条
の
講
義
（
第
三
三
回
・
明
治
＝
二
年
＝
月
一
七
日
）
に
は
「
註
繹
書
ノ
終
り
ヲ
参
照
ス
ヘ
シ
」
と
あ
り
（
三
百
三
十

頁
）
、

⑧
賃
借
権
に
関
す
る
一
二
七
条
の
講
義
（
第
四
七
回
・
明
治
一
四
年
一
月
二
六
日
目
に
は
「
此
事
訳
註
繹
二
詳
記
ス
ル
所
ナ
リ
」

と
あ
り
（
五
百
五
頁
）
、
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⑨
地
上
権
に
関
す
る
一
八
一
条
の
講
義
（
第
五
六
回
・
明
治
一
四
年
四
月
一
日
）
に
は
「
但
シ
其
規
則
ハ
註
繹
十
二
記
ス
ル
如
ク

第
二
篇
ノ
第
二
部
二
於
テ
之
ヲ
説
明
ス
可
シ
」
と
あ
り
（
六
百
五
十
一
頁
）
、

⑩
占
有
に
関
す
る
一
九
六
条
の
講
義
（
第
六
一
回
・
明
治
一
四
年
四
月
二
〇
日
）
に
は
「
草
案
第
百
九
十
六
条
註
十
二
此
二
語
ヲ

載
ス
レ
ト
モ
」
と
あ
り
（
七
百
二
十
｝
頁
）
、

⑪
二
〇
四
条
の
講
義
（
第
六
三
回
・
明
治
一
四
年
四
月
二
七
日
）
に
は
「
故
二
草
案
遠
回
ニ
モ
之
ヲ
詳
述
セ
リ
」
と
あ
り
（
七
百

五
十
四
頁
）
、

⑫
二
〇
五
条
の
講
義
（
第
六
四
回
・
明
治
一
四
年
四
月
二
九
日
）
に
は
「
弦
一
ニ
ノ
注
目
ス
可
キ
事
（
註
繹
書
二
記
載
セ
サ
ル
モ

ノ
）
ア
リ
」
と
あ
り
（
七
百
五
十
八
頁
）
、

⑬
二
一
六
条
の
講
義
（
第
六
七
回
・
明
治
一
四
年
五
月
＝
日
）
に
は
「
蝦
瑛
二
『
ル
ラ
チ
ー
フ
』
及
ヒ
『
ア
ブ
ソ
リ
ユ
』
ナ
ル

モ
ノ
ア
ル
コ
ト
ハ
前
第
百
九
十
六
条
註
繹
二
詳
カ
ナ
リ
」
と
あ
り
（
八
百
五
頁
）
、

⑭
地
役
の
区
別
に
関
す
る
講
義
（
第
七
二
回
・
明
治
一
四
年
六
月
一
目
）
に
は
「
以
上
二
述
ヘ
タ
ル
二
葉
草
案
ノ
註
繹
書
置
詳
載

セ
ル
ラ
以
テ
此
ハ
永
ク
此
二
躊
躇
セ
ス
」
と
あ
り
（
八
百
五
十
五
頁
）
、

⑮
二
九
四
条
に
関
す
る
講
義
（
第
八
六
回
・
明
治
一
四
年
一
〇
月
一
二
日
）
に
は
「
草
案
註
回
書
ニ
ハ
第
二
種
ノ
不
得
為
的
ノ
『
セ

ル
ヴ
イ
チ
ウ
ド
』
ノ
例
中
二
境
界
ヲ
譲
与
ス
ル
義
務
ノ
免
除
ヲ
加
ヘ
タ
リ
」
と
あ
り
（
千
六
十
一
頁
）
、

⑯
三
〇
二
条
に
関
す
る
講
義
（
第
八
八
回
・
明
治
一
四
年
一
〇
月
一
九
日
）
に
は
「
右
二
述
ヘ
タ
ル
所
ハ
草
案
第
三
百
二
条
ノ
註

繹
第
一
項
及
ヒ
第
三
項
ニ
モ
之
ヲ
記
セ
リ
且
草
案
第
三
百
五
条
ノ
註
繹
及
ヒ
『
セ
ル
ヴ
イ
チ
ウ
ド
』
消
滅
ノ
節
ヲ
読
メ
ハ
尚
ホ
明
瞭

ト
ナ
ル
ヘ
シ
」
と
あ
り
（
千
九
十
五
頁
）
、
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⑰
三
〇
七
条
に
関
す
る
講
義
（
第
九
四
回
（
九
〇
回
の
誤
植
で
あ
ろ
う
）
・
明
治
一
四
年
一
〇
月
二
六
目
）
に
は
「
法
文
ニ
ハ
之

ヲ
明
記
セ
サ
レ
ト
モ
草
案
注
解
ニ
ハ
之
ヲ
記
セ
リ
」
と
あ
る
（
千
百
十
六
頁
）
。

　
司
法
省
法
学
校
正
則
科
の
講
義
が
通
訳
な
し
で
行
わ
れ
た
の
に
対
し
て
、
速
成
科
に
お
け
る
講
義
に
は
通
訳
が
付
け
ら
れ
て
お
り
、

ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
の
『
民
法
草
案
財
産
篇
講
義
』
に
関
し
て
は
、
加
太
邦
憲
・
藤
林
忠
良
・
一
瀬
勇
三
郎
の
三
名
が
通
訳
を
行
っ
て
い

　
ぬ
　る

。
ま
た
、
生
徒
の
側
で
も
、
通
訳
の
言
葉
の
側
に
耳
を
傾
け
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
速
成
科
第
三
期
生
の
国
分
三
亥
太
郎
（
三
亥
）

は
、　

　
　
余
の
一
瀬
先
生
を
知
り
た
る
は
、
明
治
十
六
年
、
司
法
省
法
学
校
に
入
り
し
時
に
始
ま
る
。
先
生
は
仏
人
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
氏
の
通
訳
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

　
　
て
、
旧
々
颯
爽
た
る
風
姿
を
講
壇
に
顕
は
さ
れ
、
流
暢
周
密
な
る
通
訳
を
以
て
法
律
の
初
歩
を
学
ぶ
者
に
も
能
く
了
解
せ
し
め
ら
る
る
。

と
述
べ
て
い
る
。
こ
う
し
た
速
成
科
生
徒
の
語
学
能
力
か
ら
考
え
て
、
彼
ら
が
参
照
し
た
の
は
、
仏
文
の
注
釈
書
で
は
な
く
し
て
、

そ
の
翻
訳
で
あ
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
だ
が
、
こ
の
時
期
（
と
く
に
第
二
期
生
に
対
す
る
「
民
法
草
案
財
産
篇
講
義
」
が
開
始

さ
れ
る
明
治
＝
二
年
五
月
時
点
）
、
仏
文
草
案
注
釈
の
翻
訳
書
は
、
『
註
釈
民
法
草
案
』
を
お
い
て
他
に
は
存
在
し
な
い
。
ま
た
、

上
記
①
i
⑰
の
参
照
指
示
と
『
註
釈
民
法
草
案
』
の
該
当
個
所
の
間
に
は
矛
盾
が
な
い
の
み
な
ら
ず
、
た
と
え
ば
①
に
お
け
る
「
註

繹
書
忌
事
度
量
ス
可
キ
ト
ア
リ
」
（
こ
れ
は
訳
者
が
行
っ
た
注
記
で
あ
ろ
う
）
と
の
記
述
ど
お
り
、
『
註
釈
民
法
草
案
』
の
一
八
条

の
条
文
は
「
度
量
ス
可
キ
者
ア
リ
度
量
ス
可
カ
ラ
サ
ル
者
ア
リ
」
と
印
刷
さ
れ
て
い
る
（
『
自
一
至
三
』
「
二
」
三
十
八
頁
。
注
釈

に
つ
い
て
も
同
様
）
。

　
つ
ま
り
、
『
註
釈
民
法
草
案
』
は
、
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
の
速
成
科
第
二
期
生
に
対
す
る
草
案
講
義
の
際
に
は
、
一
i
少
な
く
と
も
講

義
の
対
象
と
な
る
条
文
・
注
釈
の
部
分
に
関
し
て
は
一
i
す
で
に
完
成
し
て
お
り
、
速
成
科
第
二
期
生
の
生
徒
は
、
同
書
を
参
照
し
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つ
つ
講
義
に
臨
ん
だ
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
点
は
、

込
み
を
検
討
す
る
こ
と
か
ら
も
、
あ
る
程
度
検
証
し
得
る
。

さ
ら
に
、
次
に
見
る
よ
う
に
、
本
復
刻
（
九
大
蔵
本
）
の
書
き

　
の
　
本
復
刻
（
九
大
蔵
本
）
の
書
き
込
み
と
『
民
法
草
案
財
産
篇
講
義
』
の
関
係

　
（

ω
　
上
記
①
一
八
条
に
関
す
る
「
度
量
」
の
印
刷
は
、
九
大
蔵
本
に
お
い
て
は
、
墨
書
に
て
「
代
替
」
の
文
言
に
す
べ
て
書
き
替
え

ら
れ
て
い
る
（
『
自
一
至
三
』
「
二
」
三
十
八
頁
、
四
十
頁
、
四
十
一
頁
、
四
十
二
頁
）
。
こ
う
し
た
九
大
蔵
本
の
書
き
込
み
（
修
正
）

と
『
民
法
草
案
財
産
篇
講
義
』
と
の
間
の
有
意
的
な
関
連
は
、
他
の
個
所
で
も
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
最
も
顕
著
な
例
は
、

先
に
も
触
れ
た
、
二
〇
七
条
以
降
の
条
文
に
墨
書
な
い
し
朱
書
に
て
加
え
ら
れ
た
修
正
で
あ
ろ
う
。

　
『
註
釈
民
法
草
案
』
に
印
刷
さ
れ
た
条
文
は
、
地
役
に
関
す
る
二
七
〇
条
以
降
、
突
如
と
し
て
直
訳
調
に
変
化
す
る
。
そ
し
て
、

そ
の
後
の
印
刷
条
文
は
、
条
を
追
う
ご
と
に
一
層
の
直
訳
調
の
表
現
と
な
り
、
最
後
に
は
、
単
に
単
語
な
い
し
文
節
を
羅
列
し
た
に

等
し
い
状
態
と
な
っ
て
、
六
〇
〇
条
を
終
え
る
。
そ
し
て
、
九
大
蔵
本
の
書
き
込
み
は
、
こ
う
し
た
印
則
の
状
態
に
対
応
す
る
形
で

記
載
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
、
九
大
蔵
本
の
書
き
込
み
と
『
民
法
草
案
財
産
篇
講
義
』
活
版
本
を
比
較
し
て
み
る
と
、

両
者
の
内
容
が
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
九
大
蔵
本
の
二
七
〇
条
の
印
刷
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ

っ
た
（
『
自
三
十
一
至
三
十
五
』
「
三
十
三
」
一
頁
）
。

　
　
第
二
百
七
十
条
　
若
シ
ー
ノ
続
囲
力
其
種
類
ノ
何
タ
ル
ヲ
問
ハ
ス
土
地
ノ
分
界
ノ
線
上
二
前
款
二
於
テ
定
量
ラ
レ
タ
ル
義
務
費
依
ル
ニ
モ
セ

　
　
ヨ
好
意
ニ
シ
テ
且
ツ
共
同
ノ
一
致
二
就
テ
ニ
モ
セ
ヨ
共
同
ノ
費
用
二
於
テ
為
サ
レ
タ
ル
時
下
彼
力
三
分
福
因
テ
之
ヲ
載
ス
ル
所
ノ
土
地
ト
共

　
　
二
隣
人
ノ
各
人
二
属
ス
而
シ
テ
彼
我
共
同
物
ト
云
ハ
レ
テ
ア
ル
（
「
ミ
ト
ワ
ヰ
ヤ
ン
」
ト
ハ
同
時
二
我
が
物
タ
リ
彼
レ
ノ
物
識
ル
ノ
義
ナ
リ
）
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隣
人
相
互
ノ
建
物
ヲ
掘
ラ
レ
タ
ル
溝
渠
又
ハ
接
続
シ
タ
ル
土
地
ヲ
分
別
ス
ル
線
上
二
共
同
ノ
費
用
二
於
テ
植
付
ラ
レ
タ
ル
分
生
キ
又
ハ
乾
枯

　
　
シ
タ
ル
…
樹
垣
カ
ラ
分
離
ス
ル
壁
二
就
テ
モ
同
シ
ク
ア
ル

　
こ
れ
に
対
し
て
、
活
版
本
『
民
法
草
案
財
産
篇
講
義
』
に
印
刷
さ
れ
た
草
案
二
七
〇
条
の
文
言
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
（
第

八
○
回
・
明
治
一
四
年
九
月
一
六
日
講
義
。
『
壼
・
物
権
之
部
』
九
百
六
十
一
！
九
百
六
十
二
頁
）
。

　
　
第
二
百
七
十
条
　
前
言
下
定
メ
タ
ル
義
務
心
因
リ
又
ハ
自
意
二
出
テ
且
合
議
ノ
上
共
同
ノ
費
用
ヲ
以
テ
土
地
ノ
分
界
線
上
二
造
リ
タ
ル
続
囲

　
　
ハ
其
性
質
ノ
如
何
ヲ
閤
ハ
ス
其
領
ス
ル
所
ノ
地
ト
共
二
不
出
二
隣
人
ノ
各
個
二
属
ス
而
シ
テ
其
続
編
ヲ
彼
我
共
同
続
囲
ト
云
フ

　
　
隣
人
相
互
ノ
建
物
ヲ
分
界
ス
ル
石
櫃
ハ
土
ノ
粗
品
ヒ
接
続
シ
タ
ル
土
地
ノ
分
界
線
上
二
共
同
ノ
費
用
ヲ
以
テ
掘
り
タ
ル
壕
衿
心
ハ
植
ヘ
タ
ル

　
　
生
ケ
垣
枯
レ
擁
二
於
テ
モ
右
二
同
シ

　
一
方
、
九
大
蔵
本
の
書
き
込
み
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
〔
第
二
百
七
十
条
〕
　
前
款
入
定
メ
タ
ル
義
務
二
因
り
又
ハ
自
意
掃
出
テ
且
合
議
ノ
上
共
同
ノ
費
用
ヲ
以
テ
土
地
ノ
分
界
線
上
二
十
ラ
レ
タ

　
　
ル
続
囲
ハ
其
性
質
ノ
如
何
ヲ
問
ハ
ス
分
カ
ツ
ヘ
カ
ラ
サ
ル
者
ナ
ル
遠
因
リ
之
ヲ
我
ス
ル
所
ノ
地
ト
共
議
隣
人
ノ
各
人
二
属
ス
而
シ
テ
其
続
囲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
ヲ
彼
我
共
同
続
囲
ト
云
フ
（
「
ミ
ト
ア
ン
エ
ン
」
ト
ハ
同
時
馬
添
ト
我
ト
ニ
属
ス
ル
ノ
義
ナ
リ
）

　
　
隣
人
相
互
ノ
建
物
ヲ
分
界
ス
ル
石
造
又
ハ
暴
馬
ノ
壁
及
ヒ
接
続
シ
タ
ル
土
地
ノ
分
界
線
上
二
共
同
ノ
費
用
ヲ
以
テ
掘
り
タ
ル
壕
渠
鞍
馬
立
頭

　
　
タ
ル
生
ケ
饒
枯
レ
篤
二
於
テ
モ
右
二
同
シ
〔
傍
線
筆
者
〕

　
傍
線
部
分
に
違
い
が
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
先
の
『
註
釈
民
法
草
案
』
の
印
刷
と
比
較
す
れ
ば
、
『
民
法
草
案
財
産
篇
講
義
』
と

九
大
蔵
本
の
書
き
込
み
の
近
似
性
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　
な
お
、
右
で
筆
者
が
使
用
し
て
い
る
慶
大
蔵
本
『
民
法
草
案
財
産
篇
講
義
』
は
、
そ
れ
以
前
に
存
在
し
た
分
冊
本
を
改
訂
・
合
冊
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し
た
も
の
で
あ
る
が
、
最
初
期
の
分
冊
本
で
あ
る
東
大
箕
作
文
庫
蔵
本
（
箕
作
五
五
五
）
『
民
法
財
産
編
講
義
／
自
第
一
条
至
第
十

六
条
／
巻
一
』
の
冒
頭
頁
に
は
、
同
書
に
掲
記
さ
れ
て
い
る
草
案
は
、
「
『
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
』
氏
述
ル
所
ノ
考
案
」
と
は
異
な
る
旨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
　

の
注
意
書
き
が
存
在
し
て
い
る
。
こ
の
記
述
を
信
用
す
る
な
ら
ば
、
『
民
法
草
案
財
産
篇
講
義
』
に
印
刷
さ
れ
た
条
文
は
、
す
で
に

日
本
人
委
員
の
手
に
よ
っ
て
審
議
等
が
進
め
ら
れ
た
後
の
草
案
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
と
な
れ
ば
、
『
民
法
草
案
財
産
篇
講
義
』

掲
記
の
条
文
を
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
草
案
と
し
て
引
用
す
る
従
前
か
ら
の
例
は
正
当
で
は
な
く
、
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
草
案
そ
れ
自
体
の
変
化

を
比
較
す
る
際
に
は
、
『
註
釈
民
法
草
案
』
掲
記
の
条
文
を
参
照
す
る
の
が
妥
当
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
こ
よ
う
。

②
　
さ
ら
に
、
弁
済
に
関
す
る
四
七
六
条
の
条
文
部
分
に
つ
き
、
九
大
蔵
本
に
付
さ
れ
た
書
き
込
み
に
は
、
「
追
加
／
六
項
云
々
講

義
本
／
参
照
」
と
あ
る
（
『
百
』
十
九
頁
）
。
『
プ
ロ
ジ
ェ
初
版
』
に
お
い
て
掲
記
さ
れ
て
い
る
条
文
も
（
℃
恩
十
一
．
。
σ
ρ
蛭
P
や
も
ω
）
、

『
民
法
草
案
財
産
篇
講
義
』
に
お
い
て
掲
記
さ
れ
て
い
る
条
文
も
（
第
一
四
七
回
・
明
治
一
五
年
一
二
月
四
日
講
義
。
『
二
・
人
権

之
部
』
八
百
十
二
頁
）
、
全
五
項
か
ら
な
り
、
第
六
項
は
存
在
し
な
い
。

　
と
こ
ろ
が
、
『
民
法
草
案
財
産
篇
講
義
』
に
は
、
第
五
項
に
関
す
る
説
明
の
後
に
、
次
の
よ
う
な
記
載
が
存
在
す
る
（
『
二
・
人

権
之
部
』
八
百
二
十
一
頁
）
。

　
　
本
条
ニ
ハ
左
ノ
一
項
ヲ
附
加
シ
テ
之
ヲ
第
六
項
ト
ナ
ス
可
シ

　
　
（
負
債
主
他
人
二
属
ス
ル
物
品
ヲ
以
テ
弁
済
ヲ
為
シ
タ
ル
ト
キ
債
主
ハ
其
弁
済
ヲ
確
認
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
可
シ
但
シ
真
ノ
所
有
者
力
其
物
件
ヲ

　
　
取
戻
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
負
債
主
二
対
シ
テ
担
保
ノ
訴
ヲ
為
ス
ヲ
得
可
シ
）

　
九
大
蔵
本
の
書
き
込
み
は
、
こ
の
部
分
の
参
照
を
促
し
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
こ
の
書
き
込
み
に
い
う
「
講
義
本
」
と
は
、
『
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

法
草
案
財
産
篇
講
義
』
活
版
本
を
指
し
て
い
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。
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以
上
の
よ
う
に
し
て
、
司
法
省
法
学
校
速
成
心
止
二
期
生
は
、
『
註
釈
民
法
草
案
』
と
『
民
法
草
案
財
産
篇
講
義
』
を
参
考
書
と

し
て
法
学
教
育
を
受
け
た
。
さ
ら
に
、
東
大
蔵
本
に
お
け
る
、
箕
作
の
手
と
思
し
き
書
き
込
み
か
ら
は
、
『
註
釈
民
法
草
案
』
が
、

民
法
編
纂
局
に
お
け
る
審
議
の
叩
き
台
と
な
っ
た
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
、
右
資
料
の
書
き
込
み
の
考
察
に
関

し
て
は
．
こ
れ
を
詳
論
す
る
紙
幅
が
な
い
。
と
も
あ
れ
、
右
『
註
釈
民
法
草
案
』
を
基
点
と
し
て
、
そ
の
後
の
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
草
案

の
翻
訳
書
は
、
種
々
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
伴
い
な
が
ら
、
『
再
閲
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
へ
と
進
化
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

《
注
》

↑
）
　
同
書
を
は
じ
め
と
す
る
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
の
司
法
省
法
学
校
講
義
関
係
資
料
に
関
し
て
は
、
大
久
保
泰
甫
観
七
戸
克
彦
「
『
プ
ロ
ジ
ェ
初
版
』
に
つ
い
て
」

　
『
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
民
法
典
資
料
集
成
（
前
期
1
）
O
憶
瞬
◎
一
。
。
。
。
o
轟
O
ρ
等
ミ
ミ
譜
O
Q
籍
6
ミ
、
、
§
こ
偽
鳥
響
譜
琶
書
§
ミ
8
ミ
℃
§
鳳
駄
ぎ
8
§
ミ
§
§
、
ぶ

　
門
冒
。
議
曾
。
①
欝
δ
昌
8
§
毬
芯
藁
◎
。
。
。
O
』
（
雄
松
堂
出
版
、
一
九
九
九
年
）
巽
く
母
野
以
下
参
照
。

（
2
）
　
な
お
、
今
回
の
復
刻
で
比
較
対
照
の
念
頭
に
置
か
れ
た
仏
文
草
案
（
『
プ
ロ
ジ
ェ
初
版
』
『
プ
ロ
ジ
ェ
第
二
版
』
『
プ
ロ
ジ
ェ
新
版
』
）
と
邦
文
草
案
（
『
註

　
釈
民
法
草
案
』
『
再
閲
民
法
草
案
註
釈
』
『
再
主
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
）
は
、
い
ず
れ
も
三
種
で
あ
る
が
、
相
互
の
対
応
関
係
は
、
そ
の
各
々
が
対
に
な
つ

　
て
い
る
の
で
は
な
く
し
て
、
『
プ
ロ
ジ
ェ
初
版
』
と
『
註
釈
民
法
草
案
』
が
対
応
し
、
『
プ
ロ
ジ
ェ
第
二
版
』
と
『
再
閲
民
法
草
案
註
釈
』
『
再
閲
修
正
民
法

　
草
案
註
釈
』
の
二
者
（
前
者
は
民
法
編
纂
局
時
代
、
後
者
は
主
と
し
て
法
律
取
調
委
員
会
時
代
の
も
の
）
が
対
応
す
る
、
と
い
う
関
係
に
あ
る
。
旧
民
法

　
公
布
後
に
刊
行
さ
れ
た
『
プ
ロ
ジ
ェ
新
版
』
に
対
応
す
る
邦
文
の
草
案
注
釈
書
は
、
当
初
よ
り
存
在
し
て
い
な
い
。
『
プ
ロ
ジ
ェ
初
版
』
に
関
し
て
は
、
大

　
久
保
織
七
戸
・
前
掲
注
（
1
）
・
ぞ
頁
、
『
プ
ロ
ジ
ェ
新
版
』
に
関
し
℃
は
、
金
山
直
樹
「
『
プ
ロ
ジ
ェ
新
版
』
に
つ
い
て
」
『
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
民
法
典
資
料
集

　
成
（
後
期
W
）
O
’
◎
◎
望
§
巴
や
等
ミ
ミ
譜
O
o
雪
覆
ミ
、
、
§
こ
響
譜
§
書
§
ミ
8
ミ
℃
ミ
駄
輿
§
8
§
ミ
§
§
、
ρ
蓉
薯
⑳
滞
＆
憲
。
δ
・
8
§
2
・
圃
。
。
ゆ
O
』
（
雄

　
松
堂
出
版
、
一
九
九
八
年
）
貯
頁
参
照
。

（
3
）
研
究
会
の
資
料
探
索
結
果
は
、
文
部
省
平
成
七
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
（
総
合
研
究
（
A
）
・
課
題
番
号
O
い
い
O
一
〇
ま
）
研
究
結
果
報
告
書
「
ボ
ワ
ソ
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ナ
！
ド
民
法
典
に
関
す
る
総
合
的
研
究
一
1
近
代
日
本
民
法
の
出
発
点
に
立
ち
帰
っ
て
ー
ー
（
第
二
分
冊
）
」
（
一
九
九
六
年
前
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

（
4
）
大
久
保
舗
七
戸
・
前
掲
注
（
1
）
・
×
×
＜
頁
以
下
。
な
お
、
七
戸
克
彦
「
『
法
源
』
と
し
て
の
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
民
法
典
ー
ー
物
権
変
動
を
素
材
と
し
て
一
」

　
法
律
時
報
七
〇
巻
九
号
（
一
九
九
八
年
）
四
三
頁
注
（
齢
）
、
注
（
1
5
）
も
参
照
。

（
5
）
大
久
保
泰
甫
鐸
高
橋
良
彰
『
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
民
法
典
の
編
纂
』
（
雄
松
堂
出
版
、
一
九
九
九
年
）
四
二
頁
。

（
6
）
驚
§
酔
し
ょ
ρ
貯
溜
ミ
義
コ
。
齢
⑳
（
一
）
w
サ
い
タ

（
7
）
大
久
保
辟
七
戸
・
前
掲
注
（
1
）
・
《
表
2
　
『
民
法
草
案
節
付
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
氏
意
見
説
明
筆
記
』
並
び
に
『
プ
ロ
ジ
ェ
初
版
』
条
文
対
照
表
》
参
照
。

　
な
お
、
同
『
説
明
筆
記
』
に
つ
い
て
は
、
そ
の
全
文
が
、
大
久
保
1
1
高
橋
・
前
掲
注
（
5
）
・
三
二
九
頁
以
下
に
翻
刻
さ
れ
て
い
る
。

（
8
）
大
久
保
1
1
七
戸
・
前
掲
注
（
1
）
・
×
貯
頁
以
下
参
照
。

（
9
）
　
『
法
務
図
書
館
所
蔵
貴
重
書
霞
録
（
和
書
）
』
（
法
務
図
書
館
、
一
九
七
三
年
）
三
七
頁
。

（
0
肇
）
　
『
法
務
図
書
館
所
蔵
貴
重
書
目
録
（
和
書
）
』
・
前
掲
注
（
9
）
・
三
七
頁
。

（
1
1
）
手
塚
豊
「
司
法
省
法
学
校
小
史
」
『
明
治
法
学
教
育
史
の
研
究
（
手
塚
豊
著
作
集
第
九
巻
）
』
（
慶
応
通
信
、
一
九
八
八
年
）
六
二
頁
、
一
一
一
頁
。

（
1
2
）
　
手
塚
・
前
掲
注
（
1
1
）
・
一
一
一
頁
。

（
1
3
）
手
塚
・
前
掲
注
（
n
）
・
七
三
頁
以
下
、
　
一
一
八
頁
。

（
1
4
）
　
手
塚
・
前
掲
注
（
1
1
）
・
七
九
頁
、
　
一
一
八
頁
。

（
∬
）
　
手
塚
・
前
掲
注
（
1
1
）
・
八
八
頁
、
＝
二
〇
頁
、
石
井
良
助
『
民
法
典
の
編
纂
』
（
羅
文
社
、
一
九
七
九
年
）
二
二
八
頁
。

（
6
董
）
本
文
で
述
べ
た
よ
う
に
、
照
査
課
は
明
治
一
〇
年
一
月
一
二
日
の
設
置
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
『
法
務
図
書
館
所
蔵
貴
重
書
目
録
（
和
書
）
』
が
、

　
『
自
一
至
三
』
の
冊
の
刊
年
を
明
治
＝
二
年
の
は
じ
め
と
限
定
し
て
い
る
の
は
、
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
の
草
案
起
草
着
手
時
期
に
つ
き
、
明
治
＝
二
年
説
に
立

　
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
大
久
保
硅
高
橋
・
前
掲
注
（
5
）
・
二
三
頁
以
下
に
よ
り
、
明
治
一
二
年
説
の
正
当
性
が
証
明
さ

　
れ
て
い
る
。

（
η
）
本
資
料
に
も
数
多
く
の
書
き
込
み
が
存
在
す
る
。
た
と
え
ば
第
一
巻
冒
頭
『
自
一
至
三
』
部
分
を
瞥
見
し
た
だ
け
で
も
、
二
頁
、
九
頁
、
十
一
頁
、
十

　
二
頁
、
十
三
頁
、
十
七
頁
、
二
十
五
頁
、
三
十
頁
、
四
十
三
頁
、
四
十
五
頁
、
六
十
頁
、
八
十
一
頁
、
八
十
二
頁
、
八
十
三
頁
に
書
き
込
み
が
認
め
ら
れ

　
る
が
、
マ
イ
ク
ロ
、
フ
ィ
ル
ム
で
は
、
そ
れ
が
墨
書
か
朱
書
か
は
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
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（
㎎
）
有
地
霊
「
旧
民
法
の
編
纂
過
程
に
あ
ら
わ
れ
た
諸
草
案
－
i
一
旧
民
法
と
フ
ラ
ン
ス
民
法
と
の
比
較
検
討
の
準
備
作
業
と
し
て
i
一
」
法
政
研
究
（
九
大
）

　
三
九
巻
二
～
四
合
併
号
（
一
九
七
二
年
）
一
五
七
頁
注
（
1
）
。

（
1
9
）
有
地
・
前
掲
注
（
1
8
）
・
＝
二
一
頁
、
　
一
五
一
頁
。

（
2
0
）
　
こ
の
書
き
込
み
に
関
し
て
は
、
す
で
に
有
地
・
前
掲
注
（
1
8
）
・
＝
三
！
；
一
二
頁
に
よ
り
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

（
2
1
）
司
法
省
法
学
校
速
成
科
第
二
期
生
に
関
し
て
は
、
手
塚
・
前
掲
注
（
1
1
）
・
＝
四
頁
以
下
参
照
。

（
2
2
）
手
塚
・
前
掲
注
（
鍾
）
・
一
二
〇
頁
掲
載
の
卒
業
者
一
覧
に
、
そ
の
名
が
認
め
ら
れ
る
（
滋
賀
県
士
族
。
卒
業
成
績
の
席
次
は
、
一
〇
一
名
中
四
四
位
）
。

（
2
3
）
有
地
・
前
掲
注
（
1
8
）
・
一
二
九
頁
に
よ
れ
ば
、
九
州
大
学
「
法
学
部
は
大
正
＝
二
年
に
創
立
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
文
献
や
旧

　
民
法
関
係
の
諸
資
料
は
か
な
り
豊
富
で
あ
る
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
、
こ
の
よ
う
な
問
題
に
常
に
関
心
を
も
た
れ
て
い
た
故
武
藤
智
雄
先
生
や
吉
田
道
也
先

　
生
の
資
料
収
集
の
御
尽
力
の
賜
物
と
お
も
わ
れ
る
」
と
さ
れ
る
。
な
お
、
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
擬
民
法
関
係
資
料
に
限
ら
ず
、
九
大
法
学
部
「
明
治
文
庫
」
は
、

　
東
大
法
学
部
「
箕
作
文
庫
」
「
若
槻
礼
次
郎
文
庫
」
等
や
、
京
大
法
学
部
図
書
、
早
大
法
学
部
「
明
治
文
庫
」
、
慶
大
法
学
部
図
書
、
明
大
法
学
部
図
書
そ

　
の
他
の
大
学
の
明
治
期
法
律
書
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
同
等
か
、
あ
る
い
は
こ
れ
を
凌
駕
す
る
。
現
在
、
九
大
法
学
部
「
明
治
文
庫
」
は
、
施
錠
さ
れ
た
か
ラ

　
ス
扉
付
の
ス
チ
ー
ル
本
棚
に
収
め
ら
れ
、
一
般
図
書
と
は
別
置
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
九
大
に
は
、
右
法
学
部
図
書
の
ほ
か
に
も
、
総
合
図
書
館
に
、

　
福
岡
控
訴
院
そ
の
他
の
裁
判
所
旧
蔵
の
書
籍
が
収
め
ら
れ
て
い
る
と
聞
く
。

（
2
4
）
有
地
・
前
掲
注
（
1
8
）
・
＝
二
二
頁
も
、
「
照
査
課
は
明
治
一
〇
年
一
月
一
二
日
に
司
法
省
中
に
他
の
七
課
（
内
記
、
庶
務
、
編
纂
、
翻
訳
、
書
籍
、
学
校
、

　
会
計
）
と
と
も
に
設
置
さ
れ
、
明
治
＝
二
年
五
月
二
五
日
に
廃
止
に
な
り
、
以
後
法
学
生
徒
に
関
す
る
事
務
は
生
徒
課
に
分
属
せ
し
め
ら
れ
、
こ
の
生
徒

　
課
は
明
治
一
四
年
＝
月
二
八
日
に
廃
止
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
『
自
一
至
三
』
の
巻
は
明
治
＝
二
年
五
月
二
五
日
以
前
の
時
期
に
刊
行
さ
れ
、
『
自
四
至
六
』

　
以
下
の
巻
は
同
年
五
月
二
五
日
か
ら
明
治
一
四
年
＝
月
二
八
日
ま
で
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
」
と
す
る
。

（
2
5
）
大
久
保
1
1
七
戸
・
前
掲
注
（
1
）
・
塁
鵠
頁
以
下
参
照
。

（
2
6
）
な
お
、
本
資
料
は
、
『
プ
ロ
ジ
ェ
初
版
』
に
い
う
《
。
。
①
9
8
》
お
よ
び
《
吻
》
の
訳
語
に
つ
き
、
「
節
」
「
款
」
の
い
ず
れ
を
充
て
る
か
が
混
乱
し
て
お
り
、

　
そ
の
結
果
、
物
権
部
第
二
章
「
入
額
所
得
権
〔
用
益
権
ご
に
関
し
て
は
、
「
第
一
節
」
の
次
の
表
記
が
「
第
二
款
」
「
第
三
款
」
と
な
り
、
そ
の
後
再
び
「
第

　
四
節
」
の
表
記
に
復
帰
す
る
（
な
お
、
「
第
一
節
」
に
関
し
て
は
、
書
き
込
み
に
て
「
第
一
款
」
に
直
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
「
第
四
節
」
に
関
し
て
書

　
き
込
み
（
修
正
）
は
な
さ
れ
て
い
な
い
）
。
ま
た
、
人
権
部
「
第
一
章
　
義
務
ノ
原
因
門
出
本
源
」
は
、
「
第
一
節
　
合
意
及
契
約
」
（
早
事
款
か
ら
な
る
）
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の
次
が
、
「
第
二
款
　
不
当
ノ
利
得
」
「
第
三
款
　
不
正
ノ
損
害
」
「
第
四
款
　
法
律
」
の
表
記
に
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
人
権
部
「
第
二
章
　
義
務
ノ
効

　
力
」
お
よ
び
「
第
三
章
　
義
務
ノ
消
滅
」
に
関
し
て
は
、
章
↓
款
↓
節
の
序
列
で
表
記
が
行
わ
れ
て
い
る
。
本
復
刻
版
「
目
次
」
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら

　
の
表
記
を
そ
の
ま
ま
転
記
し
て
い
る
。

（
2
7
）
ち
な
み
に
、
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
民
法
典
編
纂
過
程
に
お
い
て
は
、
民
法
典
の
編
別
お
よ
び
条
文
配
置
を
示
し
た
も
の
を
「
目
次
」
な
い
し
「
目
録
」
と
呼

　
ぶ
こ
と
が
あ
っ
た
。
大
久
保
1
1
七
戸
・
前
掲
注
（
一
）
・
×
×
頁
以
下
に
簿
記
の
四
2
7
】
法
務
図
書
館
蔵
『
仏
訳
書
雑
類
　
第
五
集
　
明
一
七
』
「
民
法
目
次
」
、

　
【
2
8
】
法
務
図
書
館
蔵
『
仏
訳
書
雑
類
　
第
五
集
　
明
一
七
』
「
民
法
創
立
物
付
ボ
ア
ソ
ナ
！
ド
氏
ノ
意
見
壷
皿
草
案
目
次
（
一
八
七
六
・
七
。
二
九
）
」
、

　
　
【
2
9
】
法
務
図
書
館
蔵
『
民
法
草
案
二
付
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
氏
ノ
意
見
書
説
明
筆
記
（
第
一
綴
）
』
参
照
。

（
2
8
）
①
『
五
十
七
』
四
頁
、
②
『
百
三
十
五
』
二
十
七
頁
。
こ
の
う
ち
、
①
は
、
ω
東
大
蔵
本
・
㈲
法
務
図
書
館
蔵
本
の
い
ず
れ
に
も
認
め
ら
れ
、
②
は
、

　
働
法
務
図
書
館
蔵
本
に
も
認
め
ら
れ
る
（
③
東
大
蔵
本
は
欠
本
）
。

（
2
9
）
①
『
五
十
七
』
五
頁
、
②
『
百
二
十
三
』
十
八
－
十
九
頁
（
五
六
二
条
・
五
六
三
条
の
訂
正
）
、
③
『
百
二
十
三
』
二
十
頁
（
五
六
四
条
の
訂
正
）
、
④

　
『
百
二
十
四
』
十
八
一
十
九
頁
（
五
六
七
条
の
訂
正
）
、
⑤
『
百
二
十
六
』
一
頁
（
五
六
九
条
の
訂
正
）
。
’

（
3
0
）
　
『
七
十
九
』
一
頁
に
、
「
遅
滞
買
置
ク
方
法
六
ケ
日
と
題
さ
れ
た
付
箋
が
挟
ま
っ
て
い
た
。
復
刻
版
『
第
三
巻
』
雨
注
（
3
6
）
参
照
。

（
3
1
）
も
っ
と
も
、
こ
こ
で
は
、
さ
ら
に
、
『
民
法
草
案
財
産
篇
講
義
』
に
も
種
々
の
版
が
あ
る
点
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
本
稿
で
使
用
し
た
慶
大
蔵

　
本
は
、
そ
の
中
で
も
最
も
新
し
い
出
版
物
で
あ
る
。
大
久
保
”
七
戸
・
前
掲
注
（
一
）
・
斎
く
臨
頁
以
下
参
照
。

（
3
2
）
　
手
塚
・
前
掲
注
（
1
1
）
・
一
一
七
頁
。

（
3
3
）
　
手
塚
・
前
掲
注
（
1
1
）
・
一
二
四
頁
。

（
3
4
）
大
久
保
1
1
七
戸
・
前
掲
注
（
1
）
・
嚢
く
臨
頁
（
資
料
番
号
【
瑠
】
）
、
葵
凶
×
頁
参
照
。

（
3
5
）
右
第
六
項
は
、
『
プ
ロ
ジ
ェ
初
版
』
の
《
》
u
O
笥
一
〇
Z
。
ゆ
団
目
O
O
罷
O
目
O
Z
。
。
》
¢
同
O
二
段
一
舜
》
に
お
い
て
も
現
れ
ず
、
『
プ
ロ
ジ
ェ
第
二
版
』
に
な

　
っ
て
は
じ
め
て
登
場
す
る
（
零
暑
酔
b
。
痒
Ψ
齢
b
覧
。
。
。
。
ω
も
ム
◎
。
ゆ
）
。
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